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平成２９年度の社会福祉法改正は、主に社会福祉法人の

経営強化、情報開示の推進、内部留保の位置づけの明確

化と福祉サービスへの投下、地域における公益的な取組の努

力義務などについて改正が行われました。 

この手引きは改正法に対応した内容でまとめられています。 

また、必要に応じ、随時改訂していきます。 
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第１節 社会福祉法人制度 

１ 社会福祉法人の定義及び基本的な性格そして社会福祉法改正の背景  

 社会福祉法人とは、昭和２６年に制定された社会福祉事業法（平成１２年、社会福祉法に全

面改正）により創設された、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めると

ころにより設立された法人」を言います。（法第２２条）。社会福祉事業に対する社会的信用

や事業の健全性を維持する上で、公益法人に変わる新たな法人制度を確立するため、強い公的

規制の下、助成を受けられる特別な法人として創設されました。＝日本国憲法第８９条の「公

の支配」に属しない民間社会福祉事業に対する公金支出禁止規定を回避することが可能になり

ます。 

 

 

 

 

 

 平成１２年に成立した社会福祉法により、多様な主体が福祉サービスを提供できるようにな

りましたが、事業者間において適用される規制等が異なることから、同じ市場でサービス提供

を行う上で、規制と優遇の公平性をどのように考えるか、いわゆる「イコールフッティング」

が議論されてきました。 

 これを背景に公益性・非営利性の徹底、国民に対する説明責任及び地域社会への貢献を社会

福祉法人制度改革の基本的な視点として捉え、主として、経営組織の強化、情報開示の推進、

内部留保の位置づけの明確化と福祉サービスへの再投下、地域における公益的な取組の努力義

務化、行政による指導監督の強化などの点について法改正が行われ平成２９年度より全面施行

されました。 

 

 

✎日本国憲法第８９条【公金支出・公的財産供用の禁止】 

 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のた

め、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はそ

の利用に供してはならない。 
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２ 社会福祉法人の行う事業  

 社会福祉法人が行う事業は、社会福祉法（以下「法」という。）の規定に基づき、社会福祉

事業、公益事業及び収益事業に分けられます。なお、社会福祉法人が行う事業については、特

段の定めがあるものを除き、定款において規定しなければなりません（法第３１条）。 

 ●社会福祉事業（法第２条に限定列挙） 

  第１種社会福祉事業、第２種社会福祉事業に区分されます。 

 ●公益事業、収益事業（法第２６条） 

  社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業又

はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業の経営に充てることを目的とする事業を行う

ことができます。 
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第２節 社会福祉事業 

１ 第１種社会福祉事業（法第２条第２項）  

 利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業（主とし

て入所施設サービス）が該当します。 

（１） 経営主体 

  行政及び社会福祉法人が原則です。施設を設置して第１種社会福祉事業を経営しようとす

るときは、都道府県知事等への届出が必要になります。その他の者が第１種社会福祉事業を

経営しようとするときは、都道府県知事等の許可を得ることが必要になります。個別法によ

り、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは行政及び社会福祉法人に限定

されています。 

（２） 事業内容 

① 生活保護法に規定する事業（法第２条第２項第１項） 

・救護施設（生活保護法第３８条第２項） 

・更生施設（同法第３８条第３項） 

・生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施 

設を経営する事業 

・生計困難者に対して助葬を行う事業 

② 児童福祉法に規定する事業（法第２条第２項第２項） 

・乳児院（児童福祉法第３７条） 

・母子生活支援施設（同法第３８条） 

・児童養護施設（同法第４１条） 

・障害児入所施設（同法第４２条第１項） 

 （ⅰ）福祉型障害児施設 

（ⅱ）医療型障害児入所施設 

・情緒障害児短期治療施設（同法第４３条の２） 

・児童自立支援施設（同法第４４） 
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③ 老人福祉法に規定する事業（法第２条第２項第３項） 

・養護老人ホーム（老人福祉法第２０条の４） 

・特別養護老人ホーム（老人福祉法第２０条の５） 

・軽費老人ホーム（老人福祉法第２０条の６） 

④ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する事業（法第２

条第２項第４項） 

・障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５

条の１１） 

⑤ 売春防止法に規定する事業（法第２条第２項第６項） 

・婦人保護施設（売春防止法第３６条） 

⑥ その他の事業（法第２条第２項第７項） 

・授産施設を経営する事業 

・生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業 
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２ 第２種社会福祉事業（法第２条第３項）  

 比較的利用者への影響が小さい為、公的規制の必要性が低い事業（主として在宅サービス）

が該当します。 

（１） 経営主体 

  経営主体の制限は原則ありません。すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能

となります。 

（２） 事業内容 

① 生活困窮者自立支援法に規定する事業（法第２条第３項第１の２号） 

・認定生活困窮者就労訓練事業（生活困窮者自立支援法第１０条第３項） 

② 児童福祉法に規定する事業（法第２条第３項第２号） 

・障害児通所支援事業（児童福祉法第６条の２第２項から第５項） 

・障害児相談支援事業（同法第６条の２第７項、第８項） 

・児童自立生活援助事業（同法第６条の３第１項） 

・放課後児童健全育成事業（同法第６条の３第２項） 

・子育て短期支援事業（同法第６条の３第３項） 

・乳児家庭全戸事業（同法第６条の３第４項） 

・養育支援訪問事業（同法第６条の３第５項） 

・地域子育て支援拠点事業（同法第６条の３第６項） 

・一時預かり事業（同法第６条の３第７項） 

・小規模住居型児童養育事業（同法第６条の３第８項） 

・小規模保育事業（同法第６条の３第１０項） 

・病児保育事業（同法第６条の３第１３項） 

・子育て援助活動支援事業（同法第６条の３第１４項） 

・助産施設（同法第３６条） 

・保育所（同法第３９条） 

・児童厚生施設（同法第４０条） 

・児童家庭支援センター（同法第４４条の２第１項） 

・児童の福祉の増進について相談に応ずる事業 
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③ 就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する事業

（法第２条第３項第２の２号） 

・幼保連携型認定こども園を経営する事業（就学前の子供に関する教育、保育等の総合 

的な提供の推進に関する法律第２条第７項） 

④ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する事業（法第２条第３項第３号） 

・母子家庭日常生活支援事業（母子及び父子並びに寡婦福祉法第１７条） 

・父子家庭日常生活支援事業（同法第３１条の７） 

・寡婦日常生活支援事業（同法第３３条） 

・母子・父子福祉センター（同法第３９条第２項） 

・母子・父子休養ホーム（同法第３９条第３項） 

⑤ 老人福祉法に規定する事業（法第２条第３項第４号） 

・老人居宅介護等事業（老人福祉法第５条の２第２項） 

・老人デイサービス事業（同法第５条の２第３項） 

・老人短期入所事業（同法第５条の２第４項） 

・小規模多機能型居宅介護事業（同法第５条の２第５項） 

・認知症対応型老人共同生活援助事業（同法第５条の２第６項） 

・複合型サービス福祉事業（同法第５条の２第７項） 

・老人デイサービスセンター（同法第２０条の２の２） 

・老人短期入所施設（同法第２０条の３） 

・老人福祉センター（同法第２０条の７） 

・老人介護支援センター（同法第２０条の７の２） 

⑥ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する事業（法第２

条第３項第４の２号） 

・障害福祉サービス事業（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法 

律第５条第２項～第１６条） 

・一般相談支援事業（同法第５条第１９項、第２０項） 

・特定相談支援事業（同法第５条第１９条、第２２条、第２３条） 

・移動支援事業（同法第５条第２６項） 

・地域活動支援センター（同法第５条第２７条） 
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・福祉ホーム（同法第５条第２８条） 

⑦ 身体障害者福祉法規定する事業（法第２条第３項第５号） 

・身体障害者生活訓練等事業（身体障害者福祉法第４条の２第１項） 

・手話通訳事業（同法第４条の２第２項） 

・介助犬訓練事業（同法第４条の２第３項） 

・聴導犬訓練事業（同法第４条の２第３項） 

・身体障害者福祉センター（同法第３１条） 

・補装具制作施設（同法第３２条） 

・盲導犬訓練施設（同法第３３条） 

・視聴覚障害者情報提供施設（同法第３４条） 

・身体障害者の更生相談に応ずる事業（同法第１１条） 

⑧ 知的障害者福祉法に規定する事業（法第２条第３項第６号） 

・知的障害者の更生相談に応ずる事業（知的障害者福祉法第１２条） 

⑨ その他の事業 

・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する 

金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業（法第２条第３項第１号） 

・生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他 

の施設を利用させる事業（法第２条第３項第８号） 

・生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業（法第２条第３項第９

号） 

・生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設 

を利用させる事業（法第２条第３項第１０号） 

・隣保事業（法第２条第３項第１１号） 

・福祉サービス利用援助事業（法第２条第３項第１２号） 

・社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業（法第２条第３項第１３号） 
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✎社会福祉事業の適用除外事業（法第２条第４項） 

次に掲げるものは、上記の社会福祉事業と内容が同じ場合でも、社会福祉事業として

取り扱わない。 

① 更生保護事業法に規定する更生保護事業 

② 実施期間が６月（連絡助成事業にあっては３月）を超えない事業 

③ 社団又は組合が行う事業であって、社員又は組合員のためにするもの 

④ 法第２条第２項各号の事業及び同条第３項第１号から第９号までに掲げる事

業であって、常時保護を受ける者が入所させて保護を行うものにあっては５人、その

他のものにあっては２０人（政令で定める事業にあっては１０人）に満たないもの 

⑤ 社会福祉事業の助成を行うものであって、助成金額が毎年度５００万円に満たな

いもの、又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度５０に満たないもの 



10 

 

第３節 社会福祉事業以外の事業 

社会福祉法人がその経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益事業及び収益事業を行う

ことができます。（社会福祉法第２６条） 

公益事業及び収益事業は、「社会福祉事業に対して従たる地位にある」ことが前提であるた

め、年間事業費や規模で社会福祉事業の額を超える事業運営はできません。 

１ 公益事業 

 下記にあげる要件を満たした場合、公益事業を行うことが認められています。 

① 公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること。 

② 公益事業には次のような事業が含まれる（社会福祉事業であるものを除く） 

ア 社会福祉協議会等において社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図るこ 

とを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 

イ 公益事業を行う団体に事務所、集会所等として無償又は実費に近い対価で使用させ 

るために会館等を経営する事業（※１） 

ウ 介護保険法に規定する居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サー 

ビス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事 

業、介護老人保健施設を経営する事業又は地域支援事業を市町村から受託して実施 

する事業（※２） 

エ 有料老人ホームを経営する事業 

オ 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者 

等との連絡調整を行う等の事業 

カ 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポ 

ーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等（以下「入浴等」という。）を支援する 

事業 

キ 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者に対し、住居を提供又は 

確保する事業 

ク 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 

ケ 入所施設からの退院・退所を支援する事業 
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コ 子育て支援に関する事業 

サ 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関す 

る事業 

シ ボランティアの育成に関する事業 

ス 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（社会福祉士・介護福祉 

士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等） 

セ 社会福祉に関する調査研究等 

ソ 社会福祉法第２条第４項第４号に掲げる事業 

タ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13年法律第 26号）第５条第１項

に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業（エを除く。） 

チ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19年法律第

112号）第８条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業 

（※１） 営利企業を行う者に対して、無償又は実費に近い対価で使用させるような計 

画は適当でないこと。また、このような者に対し収益を得る目的で貸与する 

場合は、収益事業となるものであること。 

（※２） 居宅介護支援事業所等を、特別養護老人ホーム等社会福祉事業の用に供する 

施設の経営に付随して行う場合には、定款上、公益事業として記載しなくて 

も差し支えないこと。 

 

③ 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であるこ

と。 

 

④ 社会通念上は公益性が認められるものであっても社会福祉とまったく関係のないものを

行うことは認められないこと。 

 

⑤ 公益事業において余剰金が生じたときは、当該法人の行う社会福祉事業又は公益事業に

充てること。 
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２ 収益事業 

 下記にあげる要件を満たした場合、収益事業を行うことが認められています。 

① 法人が行う社会福祉事業又は公益事業の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得

ることを目的として、反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められ

る程度のものであること。 

次のような場合は、これに該当しないので、結果的に収益を生ずる場合であっても、収

益事業として定款に記載する必要はないこと。 

   ア 当該法人が利用することを目的とする設備等を外部の者に依頼されて、当該法人の

業務に支障のない範囲内で使用させる場合 

    （例）会議室を法人が使用しない時間に外部の者に使用させる場合等 

   イ たまたま、適当な興行の機会に恵まれて慈善事業を行う場合 

   ウ 社会福祉施設等において、専ら施設利用者の利便に供するため、売店を経営する場     

     合 

② 事業の種類については、特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれのあ

るもの又は投機的なものは、適当でないこと。 

次のような事業は法人が行うことはできないこと。 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律にいう風俗営業及び風俗関連営   

  業 

   イ 高利の融資事業 

ウ 前に掲げる事業に不動産を貸し付ける等の便宜を供与する事業 

 

③ 法人税法第２条第１３号にいう収益事業の範囲に含まれない事業であっても、法人の定

款上は収益事業として扱う場合もあること。 

 

④ 当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に充当す

ること。 
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⑤ 当該事業を行うことにより、当該法人が行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれ

のないものであること。 

次のような場合は、認められないこと。 

   ア 社会福祉施設の付近において、騒音、ばい煙等を著しく発生させるようなおそれが 

ある場合 

   イ 社会福祉事業と収益事業とが、同一設備を使用して行われる場合 

⑥ ②及び⑤の要件を満たす限り、収益事業の種類には特別の制限はないものであること。

なお、事業の種類としては、当該法人の所有する不動産を活用して行うビル、駐車場の

経営、公共施設内の売店の経営等安定した収益が見込める事業が適当であること。 

 

⑦ 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり、

社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められないこと。 

 

⑧ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第１４条に基づく資金の貸付を受けて行う同法施行令第

６条第１項各号に掲げる事業については④は適用されないものであること。 
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第４節 社会福祉法人の組織運営 

設置することが義務づけられている機関等については、評議員、評議員会、理事、理事会、

監事の設置が必要となり、理事の中から理事長１人を選定しなければなりません。 

また、特定社会福祉法人は、会計監査人を設置する必要があります。 

社会福祉法人と、評議員、役員（以下役員等）及び会計監査人との関係は委任関係によりま

す。社会福祉法人の役員等になるには、欠格事由に該当していないことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※次の点についても注意する必要があります。 

・ 関係行政庁の職員が法人の評議員又は役員となることは法第６１条に規定する公私分

離の原則に照らし適当でないので、差し控えること。 

   ただし、社会福祉協議会にあっては、評議員又は役員の総数の５分の１の範囲内で関

係行政庁の職員が、その評議員又は役員となっても差し支えない。 

・ 実際に法人運営に参画できない者を、役員等として名目的に選任することは適当でな

いこと。 

✎役員等の欠格事由（法第４０条第１項、第４４条第１項） 

① 法人 

② 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で

定めるもの（※） 

③ 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の

規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

るまでの者 

④ ③に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は

執行を受けることがなくなるまでの者 

⑤ 法第５６条第８項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社

会福祉法人の解散当時の役員（等） 

※厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに

当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。（社

会福祉法施行規則（昭和２６年厚生省令第２８号）第２条の６の２） 
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・ 地方公共団。体の長等特定の公職にある者が慣例的に理事長に就任したり、役員等と

して参加したりすることは適当でないこと 

・ 暴力団員等の反社会勢力の者は、役員等となることはできないこと。 

・ 「精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意

思疎通を適切に行うことができない者」かどうかについての判断は、誓約書等により

候補者本人にこれらの者に該当しないことの確認を行う方法で差し支えないが、必要

に応じて法人の判断により医師の診断書等により確認することが考えられること。な

お、成年被後見人又は被保佐人であることのみをもって当該欠格事由にあたるとする

ことはできないこと。 
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１ 評議員 

（１） 評議員の要件 

  評議員は、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」の中から選任すること

になります。この該当性の判断は各法人で行うことになります。評議員には欠格事由の外、

兼職禁止、特殊関係者の就任制限がありますので人選にあたり留意する必要があります。 

   

（２） 各評議員についての特殊関係者 

  評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は３親等以内の親族その他評議員と

規則で定める特殊の関係がある者が含まれることになってはならないとされていますので、

次の者は評議員になることはできません。 

① 評議員の配偶者 

② 評議員の３親等以内の親族 

③ 規則で定める特殊の関係がある者 

ア 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

イ 当該評議員の使用人 

ウ 当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 

エ イ及びウに掲げる者の配偶者 

オ アからウに掲げる者の３親等以内の親族であってこれらの者と生計を一にするもの 

カ 当該評議員が役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあって 

は、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。）若しくは業務を 

執行する社員である他の同一の団体（社会福祉法人を除く。）の役員、業務を執行 

する社員又は職員（当該評議員及び当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社 

員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の合計数の当該社会福祉法人の評議員 

の総数のうちに占める割合が、３分の１を超える場合に限る。） 

キ 他の社会福祉法人の役員又は職員（当該他の社会福祉法人の評議員となっている当 

該社会福祉法人の評議員、理事及び監事の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議 

員の総数の半数を超える場合に限る。） 
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ク 次に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者（当 

該団体の職員（国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。）である 

当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占め 

る割合が、３分の１を超える場合に限る。） 

 ⅰ 国の機関 

 ⅱ 地方公共団体 

 ⅲ 独立行政法人通則法第２条第１項に規定する独立行政法人 

 ⅳ 国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人又は同条３項に規定する大  

   学共同利用機関法人 

 ⅴ 地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人 

 ⅵ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 

総務省設置法第４条第１項第９号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可 

法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要す 

る法人をいう。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✎「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」等に関する Q＆A 

問１４ A 社会福祉法人の評議員には、B 社会福祉法人の評議員が就任することは

可能か。可能な場合、人数制限はあるのか。 

  （答）人数に制限なく兼務可能である。 

 

 

 

 

 

 

 
＜問14＞評議員における特殊関係者

Ａ社会福祉法人 Ｂ社会福祉法人

〔理事〕

○○○○○○

〔監事〕

○○

〔評議員〕

○○○
○○○●

〔理事〕

○○○○○○

〔監事〕

○○

〔評議員〕

○○○
●○○○

兼務可
（人数制限なし）
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✎「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」等に関する Q＆A 

問１５ A 社会福祉法人の評議員には、B 社会福祉法人の役員や職員が就任す

ることは可能か。 

  （答）１．人数に制限なく兼務可能である。（図１） 

        ２．ただし、牽制関係を適正に働かせる観点から、A 社会福祉法人の評

議員の過半数を B 社会福祉法人の役員が占める場合においては、A

社会福祉法人の役員又は職員が B 社会福祉法人の評議員となるこ

とはできない。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜問15－1＞評議員における特殊関係者

Ａ社会福祉法人 Ｂ社会福祉法人

〔理事〕

○○○○○○

〔監事〕

○○

〔評議員〕

○○○
○○○●

〔理事〕

●○○○○○

〔監事〕

○○

〔評議員〕

○○○
○○○○

兼務可
（人数制限なし）
※監事・職員も同様

図１

 
＜問15－2＞評議員における特殊関係者

Ａ社会福祉法人 Ｂ社会福祉法人

〔理事〕

○○○○○●

〔監事〕

○○

〔評議員〕

●●○
●●○○

〔理事〕

●●●●○○

〔監事〕

○○

〔評議員〕

○○○
●○○○

兼務不可
※監事・職員も同様

（兼務）

図２
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問１６ A 社会福祉法人の評議員には、社会福祉法人でない B 法人の役員又は

職員が就任することは可能か。 

  （答）１．可能である。 

       ２．ただし、A 社会福祉法人の評議員と B 法人の役員又は職員を兼務

している者が、A 法人の評議員総数の３分の１を超えて含まれては

ならない。 

   

 

 

 

 

 

 

 
＜問15－3＞評議員における特殊関係者

Ａ社会福祉法人 Ｂ社会福祉法人

〔理事〕

○○○○○●

〔監事〕

○○

〔評議員〕

○○●
○○●●

〔理事〕

●●●○○○

〔監事〕

○○

〔評議員〕

○○○
●○○○

（兼務）

兼務可
（評議員の過半数未満）
※監事・職員も同様

 
＜問16＞評議員における特殊関係者

Ａ社会福祉法人 Ｂ法人（社福以外）

〔理事〕

○○○○○○

〔監事〕

○○

〔評議員〕

○○○
○○○●

〔理事〕

●○○○○○

〔監事〕

○○

〔評議員〕

○○○
○○○○

兼務可（1/3まで）
※監事・職員も同様
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（３） 各理事及び各監事についての特殊関係人 

  評議員のうちには、各理事及び監事について、その配偶者又は３親等以内の親族その他各

理事及び各監事と規則で定める特殊の関係がある者が含まれることになってはならないとさ

れていますので、次の者は評議員になることはできません。 

① 評議員の配偶者 

② 評議員の３親等以内の親族 

③ 規則で定める特殊の関係がある者 

※上記（２）の③のアからキと同様 

 

（４） 評議員の定数 

  評議員の数は、各法人で定めることになりますが、定款で定めた理事の員数を超える数で

ある必要があります。 

  ただし、平成２９年４月１日に現に存する法人であって、平成２７年度決算において、収

益４億円を超えない法人及び平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までに設立され

た法人については、平成２９年４月１日から起算して３年を経過する日までの間は、評議員

の数は３人以上であれば良いとされています。 

 

（５） 評議員の選任方法 

  評議員は、定款の定める方法により選任することになります。選任方法について、厚生労

働省は「外部委員が参加する機関を設置し、この機関の決定に従って行う方法等が考えられ

る。」としており、定款例においても、評議員選任・解任委員会を設置し、同委員会で選任

を行う者とされています。 

  また、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めが無効であるとさ

れています。しかしながら、評議員選任・解任委員会への議題又は議案の提案については理

事が行うことが考えられます。 
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（６） 評議員の任期 

  評議員の任期は、選任後４年（定款で６年まで伸長することが可能。）以内に終了する会

計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとなります。（法第４１条第

１項） 

  例）令和２年５月に選任された評議員は、令和６年に行われる定時評議員会の終結の時に

任期が満了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✎「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」等に関する Q＆A 

 問１２ 評議員選任・解任委員会における評議員の選任又は解任にかかる議題又は

議案の提案は誰が行うのか。 

 （答）１ 評議員の選任又は解任に係る議題又は議案の提案は、理事が行うこととす

ることが考えられる。 

       ２ その場合、恣意的な評議員の選任又は解任を防止する観点から、理事会

の決定を必要とすることが適当である。 
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２ 評議員会 

（１） 評議員会の位置付け 

  従前の評議員会は、諮問機関として位置付けられていましたが、これに対し、改正後の評

議員会は議決機関と位置付けられています。決議事項は法令に規定する事項及び定款で定め

た事項に限られますが、役員の選・解任などの重要な事項が定められています。 

 

（２） 評議員会の開催時期 

   年１回決算認定の時期（４～６月）に定時評議員会を開催しなければなりません。これ以

外にも、必要がある場合はいつでも評議員会を開催することができます。 

 

（３） 評議員会の開催手続き 

   原則として、理事会で評議員会の招集決定を行い、その決定に従い招集通知を発する方法

で開催します。評議員会の日の１週間（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、

その期間）前までに、評議員に対し、招集通知を発する必要があります。 

 

   例）６月１８日に評議員会を開催する場合は、６月１０日までに招集通知を発すること 

     →招集通知を発する日と評議員会の日との間に中１週間をとる必要がある 

 

① 理事会による招集（法第４５条の９第３項） 

理事が評議員を招集するためには、理事会で次の事項を決定する必要があります。 

ア 評議員会の日時及び場所 

イ 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項 

ウ 評議員会の目的である事項に係る議案（当該目的である事項が議案となる者は除 

く。）の概要（議案が確定していない場合にあっては、その旨） 

 

② 評議員による招集（法第４５条の９第４項） 

評議員は、理事に対し評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、評議員会

の招集を請求することができます。招集請求をした後、次に掲げる場合には評議員は所

轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができます。 

ア 招集請求の後、遅滞なく召集の手続きが行われない場合 
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イ 招集請求があった日から６週間（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては

その期間）以内の日を評議員会の日とする評議員会の収集通知が発せられない場合。 

 

③ 評議員全員の同意（法第４５条の９第１０項、一般法人法第１８３条） 

評議員の全員の同意があるときは、招集手続きを経ることなく評議員会を開催すること

ができます。 

 

（４） 評議員会の決議事項 

   決議事項の中には、出席評議員の過半数の決議で足りる普通決議のほか、３分の２以上で

の決議が必要となる特別決議がありますので、決議する際には、確認をする必要がありま

す。 

 

① 普通決議 

次の決議事項については、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し（定足

数）、その過半数をもって行うことになります。（法第４５条の９第６項） 

なお、定足数及び議決要件ともに、定款でこれを上回る割合以上とすることができま

す。 

ア 理事、監事及び会計監査人の選任（法第４３条第１項） 

イ 理事及び監事の補欠の選任（法第４３条第２項） 

ウ 理事の解任（法第４５条の４第１項） 

エ 会計監査人の解任（法第４５条の４第２項） 

オ 理事、監事又は会計監査人の責任の一部免除後に退職慰労金その他の規則で定める 

財産上の利益を与えることの承認（法第４５条の２０第４項、一般法人法第１１３ 

条第４項、規則２条の２４） 

カ 理事、監事又は会計監査人の定款の定めによる理事会の決議での責任の一部免除後 

に退職慰労金その他の省令で定める財産上の利益を与えることの承認（法第４５条 

の２０第４項、一般法人法１１４条第５項、規則２条の２４） 

キ 理事、監事又は会計監査人責任限定契約による責任の一部免除後に退職慰労金その 

他の省令で定める財産上の利益を与えることの承認（法第４５条の２０第４項、一 

般法人法１１５条第５項、規則２条の２４） 

ク 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）の承認（法第４５条の３０第２項） 



24 

 

ケ 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準の承認及びその変更の承認（法 

第４５条の３５第２項） 

コ 理事及び監事の報酬等の額決定（法第４５条の１６第４項、一般法人法第８９条、 

法第４５条の１８第３項、一般法人法第１０５条） 

サ 社会福祉充実計画の承認及びその変更承認（法第５５条の２第７項、第５５条の３ 

第３項） 

シ 清算人の選任（法第４６条の６第１項第３号） 

ス 清算人の解任（法第４６条の７第１項） 

セ 清算法人の財産目録及び貸借対照表の承認（法第４６条の２２第３項） 

ソ 監事設置清算法人又は清算人会設置法人の貸借対照表の承認（法第４６条の２７第 

２項） 

② 特別決議 

次の決議事項については、議決に加わることができる評議員の３分の２以上に当たる

多数をもって行うことになります。なお、この決議要件についても、定款でこれを上回

る割合以上とすることができます。 

ア 監事の解任（法第４５条の４第１項） 

イ 理事、監事又は会計監査人の責任の一部免除（法第４５条の２０第４項、一般法人 

法第１１３条第１項） 

ウ 定款変更（法第４５条の３６第１項） 

エ 解散（法第４６条第１項第１号） 

オ 吸収合併契約、新設合併契約の承認（法第５２条、５４条の２第１項、５４条の 

８） 

 

（５） 評議員会決議の省略 

評議員は、書面又は電磁的方法による議決権の行使、代理人による議決権の行使及び持

ち回りによる議決権の行使をすることができません。 

次の要件を満たす場合には、決議を省略することができ、提案を可決する旨の評議員会

の決議があったものとみなされます。 

 

① 理事が評議員会の目的事項について提案したこと 
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② 当該提案について議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により

同意の意思表示をしたこと 

 

（６） 評議員会の議事録 

  評議員会の議事については、議事録を作成しなければなりません。議事録は評議員会の日

から１０年間主たる事務所へ、議事録の写しを従たる事務所へ５年間備え置かなければなり

ません。（ただし、電磁的記録によって作成し、従たる事務所に備え置かなくとも閲覧でき

る場合にはこの限りではない。） 

  議事録は、書面又は電磁的記録により作成し、次の事項を内容とするものでなければなり

ません。 

 

① 通常の評議員会の事項 

ア 評議員会が開催された日時及び場所 

イ 評議員会の議事の経過の要領及びその結果 

ウ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議 

員の氏名 

エ 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 

  ㋐ 監事が、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べたとき＜会計監 

査人が、会計監査人の選任、解任若しくは、不再任又は辞任について意見を述 

べたとき＞ 

㋑ 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集された評議員会に出席して辞任した旨 

及びその理由を述べたとき＜会計監査人を辞任した又は解任された者が、辞任 

後又は解任後最初に招集された評議員会に出席して辞任した旨及びその理由又 

は解任についての意見を述べたとき＞ 

㋒ 監事が、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等について調査の結果、 

法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があるものと認めて、評議 

員会に報告したとき 

㋓ 監事が、監事の報酬等について意見を述べたとき 

＜㋔ 計算書類及びその付属明細書について会計監査人が監事と意見を異にするため、

定時評議員会において意見を述べたとき＞ 
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＜㋕ 会計監査人が出席要求に基づき定時評議員会に出席した意見をのべたとき＞ 

※会計監査人のみに関することは＜＞内に記載。 

オ 評議員会に出席した評議員、理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称 

カ 評議員会の議長が存するときは、議長の氏名 

キ 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名 

 

② 評議員会の決議の省略の場合の事項 

ア 評議員会の決議があった者とみなされた事項の内容 

イ ①の事項の提案をした者の氏名 

ウ 評議員会の決議があった者とみなされた日（※） 

エ 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名 

（※）全ての評議員の同意の意思表示が法人に到達した日になります。 

 

③ 評議員会への報告の省略の場合の事項 

ア 評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容 

イ 評議員会への報告があったものとみなされた日 

ウ 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名 
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３ 理事 

（１） 理事の要件 

   理事のうちには法が定める要件を満たす者が含まれる必要がありますが、一方欠格事由、

兼職禁止、特殊関係者の就任制限がありますので、人選にあたり留意する必要があります。 

理事は６人以上とされており、うち次に掲げる者を含めなくてはなりません。なお、それ

ぞれ最低１名含まれる必要があります。 

 

① 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 

次の者が、「社会福祉事業について経営に関する識見を有する者」の参考になると考え

られます。 

ア 社会福祉に関する教育を行う者 

イ 社会福祉に関する研究を行う者 

ウ 社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者 

エ 公認会計士、税理士、弁護士等、社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専 

門知識を有する者 

 

② 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者 

次の者が、「社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている

者」の参考になると考えられます。 

ア 社会福祉協議会等社会福祉事業を行う団体の役職員 

イ 民生委員・児童委員 

ウ 社会福祉に関するボランティア団体、親の会等の民間社会福祉団体の代表者等 

エ 医師、保健師、看護師等保健医療関係者 

オ 自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員その他その者の参画により施設運営や 

在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できる者 

 

③ 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあっては、当該施設の管理者 
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（２） 各理事についての特殊関係者 

  理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは３親等以内の親族その他各理事と

規則で定める特殊の関係がある者が３人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及

び３親等以内の親族その他各理事と規則で定める特殊の関係がある者が理事の総数の３分の

１を超えて含まれることになってはならないとされていますので、次の者が理事になる場合

には、人数制限を超過していないか確認する必要があります。 

  なお、３人を超えるか否かの基準を適用する場合には、当該理事を含まずに数えますが、

総数の３分の１を超えるか否かの基準を適用する場合には、当該理事を含めて数えることに

なりますので、注意が必要です。 

 

① 理事の配偶者 

② 理事の３親等以内の親族 

③ 規則で定める特殊の関係がある者 

ア 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

イ 当該理事の使用人 

ウ 当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 

エ イ及びウに掲げる者の配偶者 

✎「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」等に関する Q＆A 

 問３９－６ 理事の構成について、「施設を設置している場合にあっては、当該施設の

管理者」とされているが、施設とは何か。 

 （答）１ 原則として法第６２条第１項の第１種社会福祉事業の経営のために設

置した施設をいう。ただし、第２種社会福祉事業であっても、保育所、就労

移行支援事業所、就労継続支援事業所等が法人が経営する事業の中核

である場合には、当該事業所等は同様に取り扱うこととする。 

       ２ また、上記以外の施設等の管理者についても、必要に応じて、理事に登用

することが適当であること。 
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オ アからウに掲げる者の３親等以内の親族であってこれらの者と生計を一にするもの 

カ 当該理事が役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあって 

は、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。）若しくは業務を 

執行する社員である他の同一の団体（社会福祉法人を除く。）の役員、業務を執行 

する社員又は職員（当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員であ 

る当該社会福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、３分の１を超える場合に 

限る。） 

キ 次に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者（当 

該団体の職員（国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。）である 

当該社会福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、３分の１を超える場合に限 

る。） 

 ⅰ 国の機関 

 ⅱ 地方公共団体 

 ⅲ 独立行政法人通則法第２条第１項に規定する独立行政法人 

 ⅳ 国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人又は同条３項に規定する大 

   学共同利用機関法人 

 ⅴ 地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人 

 ⅵ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 

総務省設置法第４条第１項第９号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可 

法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要す 

る法人をいう。） 

 

（３） 理事の選任方法 

  理事は、評議員会の決議によって選任します。当該決議は普通決議ですので、定款に別段

の定めがない限り、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもっ

て行うこととなります（法第４５条の９第６項）。 

  理事の選任に関する評議員会の議題及び議案は、理事会の決議によって決定し、理事の候

補者も、議案として評議員に通知することになります。 

  ただし、評議員は評議員会の場において、議題の範囲内で議案を提案することができま

す。 



30 

 

  例えば、議題が「理事〇名を選任する件」であれば、理事提案の「Aを選任する」という

議案に対し、「Bを選任する」という提案をおこなって、決議することもできます。 

 

（４） 理事の任期 

  定款に別段の定めがない限り、評議員会で選任された日から２年以内に終了する会計年 

度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時となります。 

  理事になるには評議員会の選任行為（選任決議）と被選任者の就任承諾書が必要になりま

すが、任期の起算点を「就任時」とすると、就任承諾は被選任者の意向に委ねられる結果、

評議員会の選任決議と就任承諾との間に隔たりがある場合などにおいて、任期の終期が評議

員会の意思に反する事態が生じかねないため、任期の起算点は、評議員会における「選任

時」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 理事会 

（１） 理事会の権限 

理事会は、すべての業務執行の決定や理事の職務執行の監督を行うこととなります。法律

又は定款に定める評議員会の決議事項以外の事項については、評議員会に諮る必要はありま

せん。理事会の権限については次のとおりです。 

 

① 法人の業務執行の決定 

法令・定款で定められた評議員会の権限事項以外の全ての経営事項を決定できることに 

✎「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」等に関する Q＆A 

 問４４－６ 評議員、理事、監事の就任日はいつになるか。 

 （答）１ 任期の始期は選任された日であるが、就任日については、選任及び本人によ

る就任の承諾があった日である。 

       ２ なお、就任承諾書は事前あるいは選任された日当日に受け取ることが望まし

い。 
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なります。 

理事会が定める規則等又は個別の決議によって、業務執行の決定を理事長その他の機

関に委ねることができますが、「重要な業務執行の決定」（法第４５条の１３第４項）

を委任することはできません。 

 

② 理事の職務の執行の監督 

理事会で業務執行の決定を行ったとしても、決定事項に基づいて実際の業務執行する

のはここの理事長や業務執行理事といった業務執行機関になります。そこで、業務執行

機関が理事会の決定に基づいて、適切に職務遂行をおこなっているかの監督をすること

がきわめて重要になります。 

具体的に、理事長や業務執行理事などに対し、業務執行計画や執行状況について必要な

報告等を求め、理事会にてその適否を検討・判断することによって行われます。 

 

③ 理事長の選定及び解職 

理事長は、社会福祉法人の業務に関する代表権を有する必要的機関となりますが、その

理事長の選定及び解職は、理事会の権限となります。 

 

（２） 理事会の招集方法 

  理事会は、原則として各理事が招集しますが、定款で招集権者を定めた場合は、当該招集

権者が招集することになります。 

  原則として１週間前までに招集通知を発して理事会を招集します。 

  一方、理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続きを省略することができま

す。 

① 理事による招集（法第４５条の１４） 

理事会は各理事が招集することができます。 

定款又は理事会において、理事会を招集する理事（以下「招集権者」という。）を定め

た場合については、招集権者が招集することになります。 

招集権者以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の

招集を請求することができます。 
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理事会の招集を請求した日から５日以内に、理事会の招集を請求した日から２週間以内

の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、招集請求をした理事自ら理事

会の招集をすることができます。 

 

② 監事による招集（法第４５条の１８、一般法人法第１０１条） 

監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、

又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める場合に

おいて、必要があると認めるときは、理事（定款で招集権者を定めた場合は当該理事）

に対し、理事会の招集を請求することができます。 

 

（３） 業務執行の決定 

  理事会には広範囲に権限が与えられていますが、業務執行の決定の全てを理事会で行う必

要はなく、理事に委任することもできます。しかし、「重要な業務執行の決定」は理事に委

任することができないとされており、次のとおり例示列挙されています。（法第４５条の１

３第４項）。 

① 重用な財産の処分及び譲り受け 

② 多額の借財 

③ 重用な役割を担う職員の選任及び解任 

④ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 

⑤ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉

法人の業務の適正を確保するために必要なものとして省令で定める体制（内部統制シス

テム）の整備 

⑥ 定款の定めに基づく理事、監事及び会計監査人の法人に対する責任の免除 

 

（４） 理事会の報告事項 

  法律上の理事会への報告事項は次の通りとなります。（法第４５条の１３第４項）。 

 

① 理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告（法第４５条の１６第３項） 
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理事長及び業務執行理事（定款で定めた場合は）は３月に１回以上（定款で毎会計年度

に４月を超える間隔で２回以上とした場合はその規定に従い）自己の職務の執行状況を

理事会へ報告しなければなりません。 

「３月に１回以上」の意味は、報告の間隔が３ヶ月以内ということですので、単純に

四半期に１回報告すれば良いというわけではありません。ある理事会で報告をしたら、

その日から３ヶ月以内に開催される理事会で次の報告をする必要があります。 

 例）「３月に１回以上」の報告 

 

 

② 理事の競業取引の報告（法第４５条の１６第４項、一般法人法第９２条第２項） 

③ 理事の利益相反取引の報告（法第４５条の１６第４項、一般法人法第９２条第２項） 

④ 監事による理事の不正行為の報告（法第４５条の１８第３項、一般法人法第１００条） 

 

（５） 理事会決議の省略要件 

  次の全ての要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみ

なすことができます（法第４５条の１４第９項、一般法人法第９６条）。 

  また、決議事項に法令上の制限はありませんが慎重な検討が必要な議題のような場合には

決議の省略を回避した方が良い場合もあります。 

5
月
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日

理
事
会
に
て
報
告

3か月以内

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3か月以内8
月
1
日

理
事
会
に
て
報
告

3か月以内

3か月以内
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10
月
10
日
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事
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て
報
告

1
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4
日
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事
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告

3
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10
日

理
事
会
に
て
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告
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① 理事会の決議の省略に関する定款の定めがあること 

② 理事が理事会の決議の目的である事項について提案すること 

③ 当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることのできる者に限る。）の全員

が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと 

④ 監事が当該提案について異議を述べていないこと 

 

（６） 理事会の議事録 

  理事会の議事については、議事録を作成しなければなりません。議事録が書面で作成され

ているときは、出席した理事（定款で署名又は記名押印しなければならない者を出席した理

事長と定めた場合には、当該出席した理事長）及び監事が署名又は記名押印しなければなり

ません。議事録は理事会の日から１０年間主たる事務所へ備え置かなければなりません。 

  議事録は、書面又は電磁的記録により作成し、次の事項を内容とするものでなければなり

ません。 

 

① 通常の理事会の事項 

ア 理事会が開催された日時及び場所 

イ 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 

㋐ 理事の請求を受けて招集されたもの 

㋑ 理事の請求があったにもかかわらず所定の期間内に理事会が招集されないため、 

その請求をした理事が招集したもの 

㋒ 監事の請求を受けて招集されたもの 

㋓ 監事が招集したもの 

 ※理事長等の所定の招集権者が招集を行った場合には、イの記載は不要。 

ウ 理事会の議事の経過の要領及びその結果 

エ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の 

氏名 

オ 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 

 ㋐ 競業及び利益相反取引の制限に係る取引についての報告 
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 ㋑ 理事が不正の行為をしたと認められるとき等における監事の報告 

 ㋒ 理事会で述べられた監事の意見 

カ 定款で議事録署名人を出席した理事長及び監事とする旨を定めているときは、理事 

長以外の理事であって、理事会に出席した者の氏名 

キ 理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称 

ク 理事会の議長が存するときは、議長の氏名 

 

② 理事会の決議の省略の場合の事項 

ア 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 

イ アの事項の提案をした理事の氏名 

ウ 理事会の決議があった者とみなされた日（※） 

エ 議事録の作成にかかる職務を行った理事の氏名 

（※）全ての理事の同意の意思表示が法人に到達した日になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

５ 監事 

（１） 監事の要件 

   監事は２人以上設置する必要があり、評議員会の決議により選任されます。監事に含まれ

なければならない者が規定されており、また、欠格事由、兼職禁止、特殊関係者の就任制限

がありますので、人選にあたり留意する必要があります。 

① 社会福祉事業について識見を有する者 

次の者が、「社会福祉事業について学識経験を有する者」の参考になると考えられま

す。 

ア 社会福祉に関する教育を行う者 

イ 社会福祉に関する研究を行う者 

ウ 社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者 

エ 公認会計士、税理士、弁護士等、社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専 

門知識を有する者 

 

② 財務管理について識見を有する者 

監事には、公認会計士又は、税理士を登用することが望ましいと考えられます。 

 

（２） 理事及び監事（以下各役員）と特殊の関係を有する者の就任禁止 

各役員について、その配偶者又は３親等以内の親族その他各役員と規則で定める特殊の

関係がある者は監事に就任することができません。 

① 各役員の配偶者 

② 各役員の３親等以内の親族 

③ 規則で定める特殊の関係がある者 

ア 当該各役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

イ 当該各役員の使用人 

ウ 当該各役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 

エ イ及びウに掲げる者の配偶者 
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オ アからウに掲げる者の３親等以内の親族であってこれらの者と生計を一にするもの 

カ 当該理事が役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあって

は、その代表者又は管理人。以下同様。）若しくは業務を執行する社員である他の同一 

の団体（社会福祉法人を除く。）の役員、業務を執行する社員又は職員（当該他の 

同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の監事の 

合計数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、３分の１を超える 

場合に限る。） 

キ 当該監事が役員若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体（社会福祉法人 

を除く。）の役員若しくは業務を執行する社員又は職員（当該監事及び当該他の同 

一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の監事の合 

計数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が３分の１を超える場合 

に限る。） 

 

ク 他の社会福祉法人の理事又は職員（当該他の社会福祉法人の評議員となっている当 

該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員総数 

の半数を超える場合に限る。） 

ケ 次に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者（当 

該団体の職員（国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。）である 

当該社会福祉法人の監事の総数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割 

合が、３分の１を超える場合に限る。） 

 ⅰ 国の機関 

 ⅱ 地方公共団体 

 ⅲ 独立行政法人通則法第２条第１項に規定する独立行政法人 

 ⅳ 国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人又は同条３項に規定する大 

   学共同利用機関法人 

 ⅴ 地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人 

 ⅵ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 

総務省設置法第４条第１項第９号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可 

法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要す 

る法人をいう。） 
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（３） 監事の選任方法 

  監事は、理事と同様に評議員会の決議によって選任します。当該決議は普通決議ですの

で、定款に別段の定めがない限り、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、そ

の過半数をもって行うこととなります（法第４５条の９第６項）。 

   

（４） 監事の任期 

  理事と同様に、定款に別段の定めがない限り、評議員会で選任された日から２年以内に終

了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時となります。 

 

（５） 監事の職務内容 

  監事は、法人の業務監督や、貸借対照表、収支計算書及び事業報告並びにこれらの附属明

細書の監査を行い、監査報告書を作成することが求められています。 

  監査報告の内容は、会計監査人を設置しているか否かで異なります。 

① 会計監査人を設置していない法人の監査報告の内容（法規則第２条の２７） 

ア 監事の監査の方法及びその内容 

イ 計算関係書類が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重 

要な点において適正に表示しているかどうかについての意見 

ウ 監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 

エ 追記情報（※） 

オ 監査報告を作成した日 

 ※ 次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある 

事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項をいいます。 

  ㋐ 会計方針の変更 

  ㋑ 重要な偶発事象 

  ㋒ 重要な後発事象 

② 会計監査人を設置している法人の監査報告の内容（法規則第２条の３１） 

ア 監事の監査の方法及びその内容 

イ 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理 

由（会計監査人が監査報告を通知しない場合にあっては、会計監査報告を受領して 
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いない旨） 

ウ 重要な後発事象（会計監査報告の内容となっているものを除く。） 

エ 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事 

  項 

オ 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 

カ 監査報告を作成した日 

 

（６） 監事の権限 

① 業務財産調査権（法第４５条の１８第２項） 

② 理事会招集請求権・理事会招集権（法第４５条の１８第３項、一般法人法第１０１条第

２項、同法第１０１条第３項） 

③ 理事の違法行為差止請求権（法第４５条の１８第３項、一般法人法第１０３条第１項） 

④ 会計監査報告請求権（法第４５条の１９第６項、一般法人法第１０８条第２項） 

（７） 監事の義務 

① 理事会への出席義務（法第４５条の１８第３項、一般法人法第１０１条第１項） 

監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✎「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」等に関する Q＆A 

 問４４－３ 監事の理事会への出席が義務となったが、監事が欠席した場合に理事会は

成立するのか。 

 （答）１ 監事は理事の職務の執行を監査する立場にあり、理事会への出席が義務付け

られているが、適正な招集通知を行った結果、監事が欠席したとしても、理事会の

成立要件を満たしていれば、当該理事会は有効なものとなる。 

       ２ なお、正当な理由がなく監事が理事会を欠席し、そのことにより理事への監督や

監査が不十分となり、法人やその関係者が損害を受けた場合には、監事は職務

上の義務違反として損害賠償責任を負うこともある。 

ただし日程調整は

十分に行う必要は

あります！ 
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② 理事会への報告義務（法第４５条の１８第３項、一般法人法第１００条） 

監事は、理事が不正行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又

は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事案があると認めるときは、

遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければなりません。 

 

③ 評議員会への説明義務（法第４５条の１０） 

監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合に

は、当該事項について必要な説明をしなければなりません。 

ただし、次の場合には説明義務を負いません。 

ア 当該事項が評議員の目的である事項に関しないものである場合 

イ その他正当な理由がある場合として規則第２条の１４で定める次の場合 

 ㋐ 評議員が説明を求めた事項について説明するために調査をすることが必要である 

場合（次に掲げる場合を除く。） 

・当該評議員が評議員会の日より相当の期間前に当該事項を社会福祉法人に対し 

て通知した場合 

・当該事項について説明するために必要な調査が著しく容易である場合 

 ㋑ 評議員が説明を求めた事項について説明することにより社会福祉法人その他の者 

（当該評議員を除く。）の権利を侵害することとなる場合 

 ㋒ 評議員が当該評議員会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求 

める場合 

 ㋔ ㋐から㋒に掲げる場合のほか、評議員が説明を求めた事項について説明をしない 

ことにつき正当な理由がある場合 

④ 評議員会への報告義務（法第４５条の１８第３項、一般法人法第１０２条、法規則第２

条の２０） 

監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調

査しなければなりません。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく

不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければなりま

せん。 
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６ 会計監査人 

（１） 会計監査人の設置義務 

   特定社会福祉法人においては、会計監査人の設置が義務付けられました。特定社会福祉法

人とは、前年度の決算における法人単位事業活動計算書中の「サービス活動増減の部」の

「サービス活動収益」が３０億円を超える法人又は、法人単位貸借対照表中の「負債の部」

の「負債の部合計」が６０億円を超える法人をいいます。 

   なお、この特定社会福祉法人の基準については、国は段階的に対象範囲を拡大することを

予定しています。 

 

   ●平成２９年度、平成３０年度は、収益３０億円を超える法人又は負債６０億円を超える 

法人 

  ●令和元年度、令和２年度は、収益２０億円を超える法人又は負債４０億円を超える 

法人 

  ●令和３年度以降は、収益１０億円を超える法人又は負債２０億円を超える法人 

     

   なお、会計監査人については、公認会計士又は監査法人でなければなりません。 

 

（２） 会計監査人の選任及び任期 

会計監査人は、評議員の決議によって選任されます。任期については、選任後１年以内

に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までです。なお、

定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなされま

す。 
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第５節 社会福祉法人の資産 

１ 社会福祉事業に供する不動産 

 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うため直接必要な全ての物件について所有権を有してい

ることが必要とされています。これにより難い場合は、国若しくは地方公共団体から貸与若し

くは使用許可を受けていることが必要となります。 

 なお、都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、不動産の一部（社会福祉施設を

経営する法人の場合には、土地）に限り、国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けて

いることとして差し支えないこととされていますが、この場合には、事業の存続に必要な期間

の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✎社会福祉法人審査要領より 

 国若しくは地方公共団体以外の者からの貸与については、賃借料の水準は、法人の経営

の安定性の確保や社会福祉事業の特性に鑑み、極力低額であることが望ましいものであ

り、また、法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払う能力があると認められる

必要があること。 

また、当該法人の理事長又は当該法人から報酬を受けている役員等から賃借により貸

与を受けることは、望ましくないこと。 
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２ 社会福祉事業に供する不動産の特例 

 前述のとおり、都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、不動産の一部に限り、

国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けていることとして差し支えないとされており

ますが、次の施設について、具体的に資産要件の緩和通知が出されています。 

 

（１） 特別養護老人ホームを設置する場合 

「国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて特別養護老人ホームを設置

する場合の要件緩和について」（平成１２年８月２２日社援第１８９６号・老発第５９

９号厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長連名通知） 

 

（２） 地域活動支援センターを設置する場合 

   「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支

援センターの経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について」

（平成２４年３月３０日社援発０３３０第５号社会・援護局長通知） 

 

（３） 既設法人が福祉ホームを設置する場合 

「国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて既設法人が福祉ホームを設

置する場合の要件緩和について」（平成１２年９月８日障第６６９号・社援第２０２８

号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長連名通知）  

 

（４） 既設法人が通所施設を設置する場合 

「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置

する場合の要件緩和について」（平成１２年９月８日障第６７０号・社援第２０２９

号・老発第６２８号・児発第７３２号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局

長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知） 
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（５） 既設法人以外の法人が保育所を設置する場合 

「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」（平成１６年５月

２４日雇児発第０５２４００２号・社援発第０５２４００８号厚生労働省雇用均等・児

童家庭局長、社会・援護局長連名通知） 

 

（６） 地域密着型介護老人福祉施設の「サテライト型居住施設」又は構造改革特別区域にお

ける「サテライト型障害者施設」を設置する場合 

「地域密着型介護老人福祉施設の「サテライト型居住施設」及び構造改革特別区域にお

ける「サテライト型障害者施設」の用に供する不動産に係る取扱いについて」（平成１

６年１２月１３日社援発第１２１３００３号・老発１２1３００１号厚生労働省社会・援

護局長、老健局長連名通知） 

 

（７） 幼保連携型認定こども園又は小規模保育事業を行う施設を設置する場合 

  保育所と同様に（５）の通知の第１の１及び２ 

 

（８） 国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人がサテライト型居住

施設である地域密着型特別養護老人ホーム以外の特別養護老人ホームを設置する場合 

「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人がサテライト型居住

施設である地域密着型特別養護老人ホーム以外の特別養護老人ホームを設置する場合の

要件緩和について」（平２８年７月２７日社援発０７２７第１号・老発０７２７第１号

厚生労働省社会・援護局長、老健局長連名通知） 
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３ 資産の区分 

 社会福祉法人の資産の区分は基本財産、その他財産、公益事業用財産（公益事業を行う場合

に限る。）及び収益事業用財産（収益事業を行う場合に限る。）となります。 

 

（１） 基本財産 

  基本財産は、社会福祉法人の存続の基礎となるものですので、これを処分又は担保に供 

する場合には、帯広市の承認を受けなければなりません。 

① 社会福祉施設を経営する法人 

すべての施設についてその施設の用に供する不動産は基本財産としなければなりませ

ん。 

ただし、全ての社会福祉施設の用に供する不動産が国又は地方公共団体から貸与又は

使用許可を受けている者である場合にあっては１００万円（平成１２年１２月１日以降

に新たに設立される法人の場合には、１，０００万円）以上に相当する資産（現金、預

金、確実な有価証券又は不動産に限る。以下同じ。）を基本財産として有していなけれ

ばなりません。 

 

② 社会福祉施設を経営しない法人 

一般に設立後の収入に安定を欠く恐れがあり、設立時において事業継続を可能とする

財政基盤を有することが必要であるため、原則として１億円以上の資産を基本財産とし

て有していなければなりません。 

ただし、委託費等で事業継続に必要な収入が安定的に見込める場合は、法人の安定

的運営が図られる者として帯広市が認める額の資産とすることができます。 
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③ 居宅介護等事業を行う場合の特例 

 

 

 

 

 

 

 

「居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等につ

いて」（平成１２年９月８日厚生労働省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、

老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知）に定める要件を満たしていれば、１，００

０万円以上に相当する資産を基本財産とすることで足りるものとされています。 

ただし、併せて行うことができる事業の範囲も決められています。 

 

④ 共同生活援助事業等を行う場合の特例 

 

 

 

 

 

 

 

「共同生活援助事業等の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等

について」（平成１４年８月３０日社援発第０８３０００７号・老発第０８３０００６

号厚生労働省社会・援護局長、老健局長連名通知）に定める要件を満たしていれば、

１，０００万円以上に相当する資産を基本財産とすることで足りるものとされていま

す。 

 ただし、併せて行うことができる事業の範囲も決められています。 

 

 

 

✎居宅介護等事業とは 

 母子居宅介護等事業、寡婦居宅介護等事業、 

父子家庭居宅介護等事業、老人居宅介護等事業、 

障害福祉サービス事業（居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に限る。） 

✎共同生活援助事業等とは 

認知症対応型老人共同生活援助事業、小規模多機能型居宅介護事業、 

複合型サービス福祉事業 

障害福祉サービス事業（共同生活介護又は共同生活援助に係る者に限る。） 
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⑤ 介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業を行う場合の特例 

「介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場

合の資産要件の緩和等について」（平成１５年５月８日社援発第０５０８００２号）に

定める要件を満たしていれば、１，０００万円以上に相当する資産を基本財産とするこ

とで足りるものとされています。 

 ただし、併せて行うことができる事業の範囲も決められています。 

 

⑥ 社会福祉協議会及び共同募金会の特例 

 市町村社会福祉協議会にあっては、３００万円と１０円に当該市町村の人口を乗じて

得た額（１００万円以下の時は１００万円とする。）とのいずれか少ない方の額以上に

相当する資産で差し支えありません。 

  

⑦ ①から⑥以外の財産であっても、法人が重要と認める財産は基本財産として差し支え

ありません。 

 

（２） その他財産 

  基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産は、すべてその他財産になり 

ます。 

  その他財産の処分等に特別の制限はありませんが、社会福祉事業の存続要件となる者

は、 

みだりに処分しないように留意しなければなりません。 

  また、法人を設立する場合にあっては、基本財産以外に必要な資産としてその他財産の 

うちに当該法人の年間事業費の１２分の１以上に相当する現金、普通預金又は当座預金等 

を有していなければなりません。 

  なお、介護保険法の事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法 

律上の障害福祉サービス又は児童福祉法上の障害児通所支援若しくは障害児入所支援にも 

該当する社会福祉事業を主として行う法人を設立する場合にあっては１２分の２以上に相 

当する現金、普通預金又は当座預金等を有していることが望ましいとされています。 
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（３） 公共事業用財産及び収益事業用財産 

  公共事業及び収益事業の用に供する財産は、他の財産と明確に区分して管理を行ってく 

ださい。 

  ただし、事業規模が小さい公益事業については、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な 

遂行を妨げるおそれのない限りで、他の財産を活用して差し支えありません。 

 

４ 資産の管理 

基本財産（社会福祉施設を経営する法人にあっては、社会福祉施設の用に供する不動産を 

除く。）の管理運用は、安全、確実な方法、すなわち元本が確実に回収できるほか、固定資

産としての常識的な運用益が得られ、又は利用価値を生ずる方法で行う必要があります。 

次のような財産又は方法で管理運用することは原則として、適当ではありません。 

 

① 価格の変動が著しい財産（株式、株式投資信託、金、外貨建債券等） 

② 客観的評価が困難な財産（美術品、骨董品等） 

③ 減価する財産（建築物、建造物等減価償却資産） 

④ 回収が困難になるおそれのある方法（融資） 

 

基本財産以外の資産（その他財産、公益事業用財産、収益事業用財産）の管理運用に当た

っても、安全、確実な方法で行うことが望ましいとされています。 

また、株式投資又は株式を含む投資信託等による管理運用も認められます。 

なお、子会社の保有のための株式保有等は認められず、株式の取得は公開市場を通しての

ものに限られます。 

ただし、上記にかかわらず、次の要件を満たす場合には、保有割合が２分の１を超えない

範囲で、未公開株を保有することが可能となります。 

 

① 社会福祉に関する調査研究を行う企業の未公開株であること 
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② 法人において、実証実験の場を提供する等、企業が行う社会福祉に関する調査研究に

参画していること 

③ 未公開株への拠出（額）が法人全体の経営に与える影響が少ないことについて公認会

計士又は税理士による確認を受けていること 

 

法人の財産（基本財産、基本財産以外の財産双方）については、価値の変動激しい財

産、客観的評価が困難な財産等価値の不安定な財産又は過大な負担付財産が財産の相当部

分を占めないようにする必要があります。 
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第２章  社会福祉法人の事務 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】社会福祉法第３１条に定める必要的記載事項 

（１） 目的 

（２） 名称 

（３） 社会福祉事業の種類 

（４） 事務所の所在地 

（５） 評議員及び評議員会に関する事項 

（６） 役員の定数その他役員に関する事項 

（７） 理事会に関する事項 

（８） 会計監査人を置く場合には、これに関する事項 

（９） 資産に関する事項 

（１０）会計に関する事項 

（１１）公益事業を行う場合には、その種類 

（１２）収益事業を行う場合には、その種類 

（１３）解散に関する事項 

（１４）定款の変更に関する事項 

（１５）公告の方法 

（１６）設立当初の役員及び評議員 

（１７）設立当初の会計監査人（ただし、設立する社会福祉法人が会計監査人  

      設置社会福祉法人であるとき。） 



52 

 

 

 

第１節 社会福祉法人の事務（毎年度行うもの） 

１ 予算及び事業計画の策定  

（１） 時期 

毎会計年度開始前 

 

（２） 手続き 

理事長において作成し、理事会の承認を経て確定します。または、理事長が作成し理事会

の決議を経て評議員会の承認を得て確定します。（社会福祉法人定款例第３１条） 

なお、予算を変更する場合についても同様となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✎補正予算 

（社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運営上の留意事項について（Ｈ28.3.31付厚生労働

省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

長、老健局総務課長連名通知）  

 予算の成立後次のような理由によって当該予算に過不足が生ずることが予見される

場合、その事態に対応して予算の変更をするのが補正予算です。 

・社会福祉法人の運営に要する経費の予算に不足が生じる場合 

・特に緊急に必要となった経費の支出が生じる場合 

・新規事業を年度途中に開始した場合 

・減算処分を受けたこと等での収入減 

※乖離額等が法人の運営に支障なく、軽微な範囲の場合は、補正予算は必ずしも

必要ない。 

（社会福祉法人会計基準の運用上の取扱いについて（Ｑ＆Ａ）Ｈ23.7.27 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総

務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、老健総務課事務連絡） 
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２ 決算書及び事業報告書の作成  

（１） 時期 

毎会計年度終了後３か月以内（６月まで）（法４５条の２７第２項） 

 

（２） 手続き 

理事長は、事業報告、事業報告の附属明細書、貸借対照表、収支計算書（資金収支計算書

及び事業活動計算書）、貸借対照表及び収支計算書の附属明細書、財産目録を作成し、監事

の監査（特定社会福祉法人の場合は、事前に会計監査人の監査も必須）を経てから、理事会

の承認を受けなければなりません。（社会福祉法人定款例第３２条） 

 

３ 監事監査・会計監査人監査（会計監査人を置く場合）・決算理事会・定時評

議員会の実施  

（１） 時期 

毎会計年度終了後３か月以内（６月まで）（法４５条の２７第２項） 

 

（２） 手続き 

① 理事長は、提出された計算書類、事業報告、附属明細書の各原案を承認した段階で監事

に提出し、監査を実施させる。（法４５条の２８第１項） 

② 監事は、会計監査及び業務監査を実施し、決算理事会までに監査報告書を作成して報告

する。（法４５条の１８第１項） 

③ 会計監査人（会計監査人を設置する場合）会計監査及び業務監査を実施し、決算理事会

までに監査報告書を作成して報告する。（法４５条の１９第１項） 

④ 決算理事会において、理事長は計算書類及び事業報告書、附属明細書、財産目録の説明

を行い、監事及び会計監査人（会計監査人を設置する場合）から実施した監査について

意見を徴し、理事会の承認を得る。（法４５条の２８第３項） 

⑤ 理事は定時評議員会の招集の通知に際して、決算理事会で承認を受けた計算書類及び事

業報告並びに監査報告を提供する。（法第４５条の２９） 
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⑥ 理事は定時評議員会に決算理事会で承認された計算書類及び事業報告を提出し、又は提

供し、承認を受けなければならない。（法第４５条の３０第１項、第２項） 

※ 理事会の承認を受けた計算書類、事業報告、附属明細書並びに監査報告については、各

事務所に備えて置くとともに、当該法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者そ

の他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを

閲覧に供しなければなりません。 

 

４ 資産総額変更登記  

（１） 時期 

毎会計年度終了後３か月以内（６月まで）（組合登記令第３条３項） 

 

（２） 手続き 

主たる事務所所在地の法務局に必要書類を提出します。 

※ 資産総額変更登記は理事会、定時評議員会の承認後６月末日までに実施することになる

ので、監事監査、決算理事会、定時評議員会はそのことを考慮し開催してください。 

 

５ 計算書類等及び財産目録等の届出  

（１） 時期 

毎会計年度終了後３か月以内（６月まで）（法５９条第１項） 

 

（２） 手続き 

計算書類等及び財産目録等については、システムにて届出するものと、書類にて届出をす

るものに分かれます。また、市独自に提出いただくものもあります。 

詳細については、各年度の計算書類及び財産目録等の届出の通知をご確認ください。 
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第２節 社会福祉法人の事務（都度行うもの） 

１ 評議員、役員（理事・監事）及び会計監査人の選任  

（１） 時期 

任期満了前、欠員が生じた場合 

（２） 手続き 

 【評議員】 

① 評議員の選任 

・定款の定めるところにより選任する。（法第３９条） 

・評議員選任・解任委員会を設置して評議員を選任する。（社会福祉法人定款例第６

条） 

② 評議員の任期 

・評議員選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の

終結の時。（ただし定款の定めによって、４年以内を６年以内まで延ばすことができ

る）（法第４１条第１項） 

・定款により、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を

退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。（法第４１条第２項） 

 

【役員（理事・監事）】 

① 役員（理事・監事）の選任 

・評議員会の決議により選任する。（法４３条第１項） 

② 理事長の選定 

・理事会は、理事の中から理事長１人を選定する。（法４５条の１３第３項）   

③ 理事の任期  

・選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の   

 時まで。ただし、定款の定めにより任期の短縮可能。（法第４５条） 
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【会計監査人】 

① 会計監査人の選任 

・評議員会の決議により選任する。（法４３条第１項） 

② 会計監査人の任期 

・選任後１年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の

時まで。ただし、この定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、当該

定時評議員会において再任されたものとみなす。（法第４５条の３第１項、第２項） 

 

（３） 選任の流れ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

評議員 候補者の選考作業
【理事会】

評議員選任候補者の決議

【評議員選任・解任委員会】

評議員選任の決議

＝任期の起算点！

役員
（理事・監事）

候補者の選考作業
【理事会】

役員選任候補者の決議

【評議員会】

役員選任の決議

＝任期の起算点！

法人において「欠格事由の該当の有無」「特殊関係人の有無」「暴力団等の反社会的勢力の該当の有無」など

適宜確認する。

【履歴書】【誓約書】等の他、法人の判断により【官公署が発行する書類】で確認することも可能である。

なお【就任承諾書】は、事前あるいは選任された日当日に受け取ることが望ましい。（ＦＡＱ問44-6）

✎選任された者への委嘱状について 

法人において、選任されたものに委嘱状により選任された旨を伝達することは差し支えない。

（委嘱状による委嘱が必ずしも必要とされるものではない。）なお、委嘱状は理事長名で

出すこと。 
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２ 理事長の変更登記及び届出  

（１） 時期 

新たに理事長を選定した後２週間以内に登記し、遅滞なく。 

（２） 手続き 

①  理事長の登記…主たる事務所所在地の法務局に必要書類を提出する（法２９条、組合  

等登記法令第３条第１項） 

②  理事長変更の届出…理事長変更登記終了後、遅滞なく帯広市に「理事長変更届」を提 

出すること。 

※ 理事長が重任の場合でも、新たな任期における理事長としての登記が必要です。 

 

３ 定款変更（認可申請）（手続き詳細はＰ70） 

（１） 時期 

定款を変更する事由が生じた時点で、遅滞なく。 

（２） 手続き 

① 評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の３分

の２以上に当たる多数をもって決議を行う。（法４５条の９第７項、社会福祉法人定

款例第１３条第２項） 

② 「定款変更認可申請書」を帯広市あてに、必要な書類とともに正副２部提出するこ

と。（法４５条の３６第２項、施行規則第３条） 

 

※所轄庁の認可を受けなければその効力を生じません。（法４５条の３６第２項） 
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４ 定款変更（届出）（手続き詳細はＰ72） 

下記の項目のみの定款変更については、届出をもって足りるとされています。 

 ・事務所の所在地（施行規則第４条第１項１） 

 ・資産に関する事項（基本財産の増加に限る。）（施行規則第４条第１項２） 

 ・公告の方法（施行規則第４条第１項３） 

（１） 時期 

定款を変更する事由が生じた時点で、遅滞なく。 

（２） 手続き 

① 評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の３分

の２以上に当たる多数をもって決議を行う。（法４５条の９第７項、社会福祉法人定

款例第１３条第２項） 

② 「定款変更届出書」を帯広市あてに、必要な書類とともに正本１部提出すること。

（法第４５条の３６第４項） 

 

※施行日は、定款変更に係る評議員会の決議があった日以降に定款の効力が発生します。 

       

５ 基本財産の処分承認 （手続き詳細はＰ72） 

（１） 時期 

基本財産を処分する事由が生じた時点で、遅滞なく。 

（２） 手続き 

① 理事会及び評議員会の承認を得る。（社会福祉法人定款例第２９条） 

② 「基本財産処分承認申請書」を帯広市あてに、必要な書類とともに正副２部提出す

る。 

③ 帯広市の承認があったのち、当該財産を処分した時点において速やかに定款変更認可

申請（基本財産の減）の手続きをとる。 
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６ 基本財産の担保提供承認  （手続き詳細はＰ75） 

（１） 時期 

基本財産を担保に提供する事由が生じた時点で、遅滞なく。 

（２） 手続き 

① 理事会及び評議員会の承認を得る。（社会福祉法人定款例第２９条） 

② 「基本財産担保承認申請書」を帯広市あてに、必要な書類とともに正副２部提出す

る。 

 

７ 定款変更の登記 

（１） 時期 

定款変更の認可後、遅滞なく 

（２） 手続き 

登記事項に係る部分の定款に変更が生じた場合、主たる事務所所在地の法務局に、２週間 

 内に必要な書類を提出する。（組合等登記令第３条） 
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第３章  社会福祉法人の事務手続き 
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第１節 設立認可に関する事務手続き 

１ 設立認可申請  

社会福祉法人は、法第２条に規定する社会福祉事業を行うために設置される法人であり、国

民に対する説明責任や、地域社会に貢献する法人の在り方を求められ、極めて公益性の高い法

人であることから、設立には所轄庁の認可が必要となります。 

 法人を設立するためには、設立準備委員会が設立に関する事務を行い、当該設立準備委員会

代表者が設立認可申請を行うこととなります。 

 帯広市においては、設立認可申請の内容等について次の観点から審査を行い、適当とみとめ

られる場合に認可します。 

 ●法人の設立事務及び資金管理等について、設立準備委員会において十分協議し、適正に処 

理されていること。 

 ●役員構成等が関係法令及び通知等に適合していること。 

 ●資金計画が適切であること。 

 ●敷地等、資産の確保が確実であること。 

 ●法人及び施設等の事業計画が適切であること。 

 ●施設を設置する場合は、当該施設が施設基準に適合していること。 

 ●施設長等資格を必要とする職員予定者が有資格者であること。 

 ●法人の諸規定が整備されていること。 

 ●法人としての基本理念・責務等が明確であり、それが社会福祉法人としてふさわしいこ

と。 

 

（１） 設立事前相談、協議・調整の実施 

  社会福祉法人設立に際しては、その必要性・時期・関係機関との調整等を事前に協議して

おく必要があります。 

  また、あらかじめ行政や関係機関に社会福祉法人設立にかかる計画や事業実施の相談、協

議等をしておく必要があります。 

 

 



62 

 

（２） 設立準備委員会の設置 

社会福祉法人が実施する社会福祉事業の計画等については、設立計画書の提出段階におい

てほぼ決定されますので、設立認可後確実かつ適正に事業を実施するためには、法人設立時

に就任予定の役員等に設立準備段階から関与していただくことが必要になります。 

したがって、設立準備に当たっては、法人設立時の役員等予定者全員で構成する設立準備

委員会を発足し、設立認可にかかる事務を行ってください。 

なお、特定者による運営や不透明な資金管理が行われることのないようにしてください。 

 

① 設立準備委員会運営費 

事務経費など、準備委員会の運営費は、設立準備委員会の委員等が拠出することにより

確保する必要があります。社会福祉法人設立に必要な資産（基本財産、設立後の運転資

金等、建設自己資金）は、あくまで法人設立後に、贈与契約書に基づき寄附をうけるも

のであり、原則として設立準備委員会の運営費に充てることはできません。 

 

② 会計処理 

設立準備委員会運営費については、社会福祉法人設立に必要な資産とは別に、設立準備

委員会代表者名義の預金口座を新たに開設し、法人認可までの間における資金の受払

は、すべてこの口座を通して行ってください。資金の受払については社会福祉法人と同

様に複式簿記に基づき、会計処理をしていくことが必要です。 

また、出納記録の裏付けとなる請求書、領収書、契約書等の書類は、認可申請の際に行

う点検で必要となりますので、整理・保管を徹底してください。 

 

（３） 実施する事業計画の策定と行政への協議 

  社会福祉法人は、社会福祉事業を実施することを目的とする公益的な法人となります。社

会福祉法人として認可を受けるためには、社会福祉法に定める社会福祉事業を実施すること

が確実であることが要件になります。 

  社会福祉事業を実施するには、帯広市に事前協議を行い、事業実施の許可を事前に確認す

る必要があります。そのため事業にかかる定員や人員、予算等事業に関する計画をあらかじ

め行政機関と調整をしてください。 

  なお、実施する事業にかかる不動産や資金等もこの時点で計画しておきます。 
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（４） 施設整備計画の協議と補助金申請の協議 

  社会福祉法人設立にあたり、建物を新築、改築する場合は、施設整備計画や補助金申請の

協議をあらかじめしておく必要があります。 

 補助金の有無によって施設整備計画に大きく影響が及ぶことから、補助金を活用する場合

は、早い段階で補助金申請の協議を行うようにしてください。 

 

（５） 借入金に関する協議 

 社会福祉法人を設立の際に施設整備を行うにあたり借入を行う場合、借入先との借入金

額、償還計画等の協議を行う必要があります。 

 その際は設立認可申請前に借入ができる旨の内示通知や決定通知が出ている必要がありま

す。償還財源や償還年数等の償還計画についても、早い段階で借入先と調整するようにして

ください。 

 

（６） 社会福祉法人設立及び事業実施にかかる資産及び資金計画の策定 

 社会福祉法人設立に係る資産及び資金にかかる計画を立てます。社会福祉法人の設立要件

となっている資産や資金の他に、事業を実施するための運転資金等も必要となります。 

 

（７） 収支計画の確認及び収支予算書の作成 

 社会福祉法人で運営する事業の収支シュミレーションを行います。法人設立計画時点にお

いて、計画している定員や利用者数運営費収入や人件費等の支出を積算し、収支計画を細か

く立てます。項目ごとに積算根拠も作成する必要があります。 

 収支計画がかたまったら、設立年度、事業開始年度、事業開始次年度の３か年分の資金収

支予算内訳書を作成します。 

 

（８） 役員・評議員の予定者の選定 

 社会福祉法人の役員や評議員の予定者を選定します。各予定者が役員又は評議員の要件を

満たしているかを確認した上で、選定します。 
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（９） 職員への説明・同意 

 新規に事業を開始し社会福祉法人を設立する場合には、採用する職員に対して、職員給

与、退職金、雇用条件等を細かく説明し、同意を得る必要があります。その際は就業規則や

給与規程等の規程も併せて、提示します。 

 

（１０）地域や自治会への説明 

 社会福祉法人及び事業を実施する地域への説明も、あらかじめしておく必要があります。

実施する事業についての説明を行い、社会福祉法人設立に関して理解を得ておくようにして

ください。 

 地域や自治会から事業実施について反対されている場合、事業の許可を得られず、社会福

祉法人の認可も出来ない可能性があります。 

 

（１１）設立認可申請書の作成及び提出 

 （１）から（１０）までの調整項目を整理でき、事業の実施が具現化した段階で、設立認

可申請書類を作成します。「社会福祉設立認可申請書」及び所定の添付書類を帯広市あてに

提出してください。 

  

① 提出書類 

ア 設立認可申請書 

イ 定款 

ウ 設立準備委員会議事録 

エ 添付書類 

② 提出部数 

正本１部（法人返却分）、副本１部（所轄庁分） 

 

（１２）資金管理状況点検及び設立認可書の交付 

 設立認可申請書を提出すると、帯広市が設立準備委員会における資金の管理状況の点検を

行い、適正に行われていると認められる場合に設立認可書が交付されます。 
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社会福祉法人設立認可に係る提出書類一覧

 

1

2

3

4

5

贈与契約書（写）（寄附者が地方公共団体の場合は、債務

負担確約書（写）を添付し、以下は不要）

寄附者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

寄附者及び連帯保証人の預金残高証明書

寄附者及び連帯保証人の所得証明書等

寄附者及び連帯保証人の資産申立書

8

9

注） 1 その他必要に応じて、追加書類の提出を求めることがあります。

2 （写）の提出については、原本の証明をしてください。

経理規程

防火管理規程

就任承諾書

就任予定者の履歴書

就業規則

職員給与規程

旅費規程

7

10

11

施設建設計算書及び収支明細書

施設図面

施設建設費見積書

初度設備整備計画書

初度設備整備見積書

その他

役

員

等

就

任

予

定

者

関

係

書

類

役員等就任予定者の履歴書

役員等就任承諾書

役員等就任予定者の身分証明書

諸

規

程
14

償還計画

補助金等交付内定通知書（写）

貸付決定通知書（内定通知書、借入申込書）（写）

寄附者及び連帯保証人の身分証明書（寄附者が法人の

場合は、基本約款、登記事項証明書及び社員総会等議事

録（写））

（寄附者が後援会の場合は、後援会規約、後援会会員名

簿、後援会議事録（写）及び後援会寄附実績）

設立者の履歴書

償

還

財

源

に

関

す

る

書

類

職

員

関

係

書

類

施

設

建

設

関

係

書

類

12

資格を証する書類

13

管理規程又は運営規程

建設自己資金（贈与）に関する書類（№6のうち関係分）寄附者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

寄附者及び連帯保証人の預金残高証明書

寄附者及び連帯保証人の所得証明書等

設立者の身分証明書

設立代表者の権限を証する書類（委任状）（写）

役員等就任予定者の印鑑登録証明書

設

立

者

関

係

書

類

地方公共団体の無償貸与確約書（写）

地上権設定契約書（写）及び地上権登記誓約書（写）

当該不動産（貸与物件）の登記事項証明書

農地転用許可書（写）又は農地転用届出書（写）及び開発行為許

可書（写）

設立当初の会計年度及び次会計年度の収支予算書

設立当初の会計年度及び次会計年度の事業計画書

法

人

に

帰

属

し

な

い

不

動

産

の

使

用

権

限

を

証

す

る

書

類

順

番
添付書類

添付書類目録

財

産

が

法

人

に

帰

属

す

る

こ

と

を

証

す

る

書

類

贈与契約書（写）

寄附者及び連帯保証人の身分証明書

6

寄附者及び連帯保証人の資産申立書

当該不動産（寄附物件）の所有権移転登記確約書（写）

当該不動産（寄附物件）の登記事項証明書

当該不動産（寄附物件）に係る農地転用許可書（写）又は農地転

用届出書（写）及び開発行為許可書（写）

設立当初の財産目録

順

番
添付書類

申請書

定款

設立準備委員会議事録
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２ 設立認可後の事務手続き  

 社会福祉法人は、登記により成立しますので（法第３４条）、設立認可書を受理した日から

２週間以内に設立登記を行ってください。（組合登記令第２条） 

なお、法人登記については事前に所轄の登記所と十分相談のうえ、手続きを行ってくださ

い。 

  

（１） 登記事項 

  登記事項は組合登記令により以下のとおり決められています。 

① 目的及び業務 

② 名称 

③ 事務所の所在場所 

④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 

⑤ 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 

※委託事業のみを行う法人で、その事業が終了した場合は解散する旨の規定を定款上に定めてい

る法人は、その規定を登記する必要があります。 

⑥ 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 

⑦ 資産の総額 
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（２） 役員及び評議員の選任及び報告 

  定款の附則に記載されている役員及び評議員（以下「役員等」という。）は、設立者が決

定したものであり、定款の選任手続きに基づいて選任された役員等ではありませんので、法

人の設立（設立同期）後遅滞なく、改めて定款に基づき役員等を選任するとともに、理事の

互選により理事長を選任する必要があります。 

  その際、代表権を有する理事が再任された場合は、重任登記を、別の理事が代表権を有す

る理事に選任された場合には、就任登記を行ってください。 

 

※ 法人設立前後の役員等について 

 

  報告にあたっては、次のとおり必要書類を帯広市に提出してください。 

 

① 提出書類 

ア 社会福祉法人役員選任報告書 

イ 法人の登記事項証明書 

ウ 議事録 

エ 役員等調書 

オ 就任承諾書 

カ 履歴書 

キ 身分証明書 

肩書

期間

理事・監事・評議員

（定款附則記載）

設立発起人

（設立者）

理事・監事・評議員

（設立登記後選任）

設
立
準
備
委
員
会
の
設
置

法
人
認
可

法
人
設
立
登
記

理
事
会
・
評
議
員
会

２週間以内 遅滞なく

登記

任期スタート
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ク 印鑑登録証明書 

② 提出部数 

正本１部（所轄庁分） 

 

（３） 事業計画、収支予算、各種規定の決定 

  設立準備委員会で用意していた法人本部及び施設、事業等の事業計画、収支予算並びに定

款細則、就業規則、給与規程、経理規程、管理規程等の各種規程について、法令及び定款に

定める方法で議決を得て決定してください。 

 

（４） 財産移転報告書 

  設立認可申請書に添付した財産目録に記載の財産は、法人設立後、法人の所有となるべき

ものですので、速やかに贈与を受け、評議員会及び理事会に報告してください。 

  なお、財産の移転について、法人設立後１か月以内に帯広市に報告してください。 

報告にあたっては、次のとおり必要書類を帯広市に提出してください。 

① 提出書類 

ア 社会福祉法人財産移転終了報告書 

イ 法人の登記事項証明書 

ウ 寄附金領収書（写） 

エ 預金通帳（写） 

オ 預金残高証明書 

カ 不動産の登記事項証明書（設立時に不動産を寄附された場合又は土地に地上権等権 

  利を設定した場合のみ） 

 

② 提出部数 

正本１部（所轄庁分） 
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第２節 各種申請等の事務手続き 

１ 定款変更認可申請  

社会福祉法人の定款を変更する場合には、当該法人の評議員会の決議を経て、定款変更認可

申請を帯広市へ提出し、認可を受けなければなりません。認可があって、はじめて定款の効力

が生じます。（法４５条の３６第２項、法規則第３条） 

申請内容について審査し、内容が適当と認められる場合に認可します。 

 また、当該変更事項が法人の登記事項に関するものであれば、認可後、決められた期間内に

変更登記をする必要があります。 

（１） 申請の手順 

① 定款変更の内容を整理した上、必要に応じ帯広市に事前相談を行ってください。 

② 理事会を開催、その後評議員会にて議決に加わることができる評議員の３分の２以上に

当たる多数をもって決議をしてください。 

③ 「定款変更認可申請書」及び必要書類を帯広市に提出します。 

④ 帯広市にて審査を行い、適当と認められた場合に定款変更認可書を交付します。 

⑤ 当該定款変更が法人の登記事項に関する変更であれば、変更内容について法務局にて変

更登記を行ってください。 

 

（２） 提出書類 

① 定款変更認可申請書 

② 議事録 

③ 定款 

④ その他必要な書類 

 

（３） 提出部数 

  正本１部（法人返却用）、副本１部（所轄庁分） 
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定款変更認可申請に係る提出書類一覧 

 

設置

経営

受託

経営

収益

事業

増築

改築
減少 削除

1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
割印又は袋とじ

原本証明

4 〇 〇 〇 〇 直近のもの（作成済みで最新のもの）

5 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

6 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 △ 〇 収入、支出毎に区分

〇 △ 〇

〇 △ 〇

〇 △ 〇

〇 △ 〇

〇 △ 〇

〇 △ 〇 工事の前年度の収支計算書、貸借対照表等

償還計画表 〇 △ 〇
各年度の償還額及び財源を明記。他の借入金がある場合、法人

全体のものも添付

償還金贈与契約書（写）、身分証

明書、印鑑登録証明証
〇 △ 〇 償還財源に寄附金を予定している場合

資産申立書、所得証明書、預金

残高証明書等
〇 △ 〇 寄附者の所得状況、今後の履行の確実性が確認できるもの

債務負担行為議決（確約）書

（写）
〇 △ 〇 市が債務負担する場合

〇 △ 〇 不動産購入予定及び現金の増額の場合

〇 △ 〇 設計委託費、初年度調弁費等も含む

〇 △ 〇
不動産新規購入予定の場合及び借用の場合はこれを証する書

類

〇 △ 〇 〇 〇 ３か月以内のもの

〇 △ 〇 建築基準法上必要な場合

〇 〇 〇 〇 〇 案内図、配置図、平面図等

8 〇 〇 〇 事業開始年度及び次年度分

9 〇 〇

10 〇 委託先を明定したもの

11 〇

12 〇

13 〇

注） 1 その他必要に応じて、追加書類の提出を求めることがあります。

2 （写）の提出については、原本の証明をしてください。

3 △は施設の設置を伴う受託事業の場合の添付資料です。

事業の廃止届又は認可書（写）

事業計画書及び収支予算書

施設長就任承諾書、履歴書及び施設長の

資格を証する書類

受託契約書（写）

受託事業の概要説明書

関係条例（写）

廃止事業に係る財産の処分方法及び金銭

の使途計画

寄附を予定している場合（受領済みの場合は贈与契約書（写）及

び領収書（写し）で可

決算関係書類

借

入

金

関

係

預金残高証明書

工事関係契約書、見積書、領収書

（写）

財産目録（写）

変更前の定款

変更後の定款

7

施

　

　

設

　

　

建

　

　

設

　

　

関

　

　

係

　

　

書

　

　

類

資金計画書

補助金等の決定（内定）書（写）

助成金の決定（内定）書（写）

借入金に係る金銭消費貸借契約書

（内定通知）（写）

建設資金等贈与契約書（写）

身分証明書、印鑑登録証明書

資産申立書、所得証明書、預金残高

証明書等

不動産売買契約書（写）

不動産登記事項証明書

建築確認書（写）

図面

備　　　　　　　考

申請書

添付書類目録

理事会及び評議員会議事録（写）

その他

定款の

条文整

理等

順

番
添付書類

事業の追加
役員

定数

変更

基本財産の変更
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２ 定款変更届  

社会福祉法人の定款を変更する場合には、当該法人の評議員会の決議を経て、定款変更認可

申請を帯広市へ提出し、認可を受けなければなりませんが、次の変更事項については、帯広市

への届出で足りることとされております。（法第４５条の３６第２項、法規則第４条） 

● 基本財産の増加 

● 事務所所在地の変更 

● 公告の方法の変更 

以上の事項について、定款を変更する場合にも当該評議員会の決議を経て、速やかに定款変

更届けを帯広市に提出してください。 

 また、当該変更事項が法人の登記事項に関するものであれば、認可後、決められた期間内に

変更登記をする必要があります。 

（１） 申請の手順 

① 定款変更の内容を整理した上、必要に応じ帯広市に事前相談を行ってください。 

② 理事会を開催、その後評議員会にて議決に加わることができる評議員の３分の２以上に

当たる多数をもって決議をしてください。 

③ 「定款変更届」及び必要書類を帯広市に提出します。 

（２） 提出書類 

① 定款変更届 

② 議事録 

③ 定款 

④ その他必要な書類 

 

（３） 提出部数 

  正本１部（所轄庁分） 
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定款変更届に係る提出書類一覧

 

土地 建物 現金

1 〇 〇 〇 〇 〇

2 〇 〇 〇 〇 〇

3 〇 〇 〇 〇 〇
割印又は袋とじ

原本証明

4 〇 〇 〇 直近のもの（作成済みで最新のもの）

5 〇 〇 〇 〇 〇

6 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 収入、支出毎に区分

〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇 建設資金等

〇 〇 〇 工事の前年度の収支計算書、貸借対照表等

償還計画表 〇 〇
各年度の償還額及び財源を明記。他の借入金がある場合、法人

全体のものも添付。

償還金贈与契約書（写）、身分証

明書、印鑑登録証明書
〇 〇 償還財源に寄附金を予定している場合

資産申立書、所得証明書、預金

残高証明書等
〇 〇 寄附者の所得状況、今後の履行の確実性が確認できるもの

債務負担行為議決（確約）書

（写）
〇 〇 市が債務負担する場合

〇 〇 設計委託費、初度調弁費等も含む

〇 〇
不動産を購入した場合、施設の敷地が借用等の場合はこれを証

する書類

8 〇 建築基準法上必要な場合

9 〇 〇 案内図、配置図、平面図等

10 〇 〇 ３ヶ月以内のもの

11 〇
法人登記事項証明書を添付

移転の場合は、案内図も添付

12 〇 通帳（写）添付

注） 1 その他必要に応じて、追加書類の提出を求めることがあります。

2 （写）の提出については、原本の証明をしてください。

財産目録（写）

変更前の定款

収

　

支

　

財

　

源

　

を

　

証

　

す

　

る

　

書

　

類

補助金等の決定（内定）書（写）

7

変更後の定款

備　　　　　　　考
順

番

届出書

添付書類目録

理事会及び評議員会議事録（写）

添付書類

基本財産の増加
事務所

所在地

の変更

公　告

方　法

の変更

預金残高証明書

収支明細書

住居表示変更実施に係る証明書

助成金の決定（内定）書（写）

借入金に係る金銭消費貸借契約書

（内定通知）（写）

贈与契約書及び領収書（写）

決算関係書類

建築確認書（写）

図面

工事関係契約書、見積書、領収書

（写）

不動産売買契約書（写）

借

入

金

関

係

不動産登記事項証明書
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３ 基本財産処分承認申請  

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならないとされ（法第２

５条）、法人が行う事業と当該事業に必要な資産が法人の設立要件となります。 

 これらの資産のうち、当該法人が目的とする社会福祉事業と密接不可分の関係にある財産を

基本財産とし、その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産と会計上区分して扱うととも

に、これを定款に明記しなければなりません。 

 このように、基本財産は法人の基礎となる財産であることから、厳重な管理が求められ、こ

れを処分し、又は担保に供する場合には、当該法人の定款で定める手続きを経た後、帯広市の

承認を受け、初めて処分又は担保に供することができることとされていますので、必ず処分等

を行う前に基本財産処分承認申請書を帯広市に提出してください。 

（１） 申請の手順 

① 基本財産処分の内容を整理した上、必要に応じ帯広市に事前相談を行ってください。 

② 理事会を開催、その後評議員会にて議決に加わることができる評議員の過半数が出席

し、その過半数をもって決議をしてください。 

③ 「基本財産処分承認申請書」及び必要書類を帯広市に提出します。 

④ 帯広市において審査を行い、適当と認められた場合「基本財産処分承認書」が交付され

ます。 

※承認書に記載がある、承認日以降において当該基本財産の処分を行うことができま

す。 

⑤ 承認があったのち、当該基本財産を処分した時点で速やかに定款変更の認可をうけてく

ださい。 

 

（２） 承認を受けるべき事項 

  承認を受けるべき事項には、基本財産の取崩し、売却、交換、貸与等使用権の設定、その

他財産への切換え、公益事業用財産及び収益事業用財産への切換え等が該当します。 

  なお、上記に該当していても次の場合は帯広市の承認は必要ありません。 
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① 社会福祉施設の改築にあたって、老朽化民間社会福祉施設設備費の国庫補助が行われる

場合 

② 施設の増築を行う場合で、財産処分の内容が境界となる壁の取り壊し等にとどまり、建

物の基本的な形状に変更がないと認められ、仮に修復するとしても多額の費用を要しな

いような場合 

 

（３） 申請に必要な書類 

① 基本財産処分承認申請書 

② 議事録 

③ 財産目録 

④ その他必要な書類 

 

 

（４） 提出部数 

  正本１部（法人返却分）、副本１部（所轄庁分） 
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基本財産処分承認申請に係る提出書類一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 〇 〇 〇

2 〇 〇 〇

3 〇 〇 〇
割印又は袋とじ

原本証明

4 〇 〇 〇 処分直近のもの

5 〇 〇 〇 全文

6 〇 〇 処分物件～３ヶ月以内のもの

7 〇
基本財産の残高証明書

預金通帳（写）添付

8 〇 市町村、銀行発行の評価書又は不動産鑑定書等

9 〇 売買（交換）仮契約書等

10 〇 〇 具体的に記載すること

11 〇 〇 配置図、平面図等（処分物件を色分けすること）

12 〇 〇 施設整備を伴う場合に添付

注） 1 その他必要に応じて、追加書類の提出を求めることがあります。

2 （写）の提出については、原本の証明をしてください。

施設建設（改築）計算書

預金残高証明書

不動産の価格評価書

売買価格等を証する書類

売却代金等の使途計画書

図面

現金の

取崩し
備　　　　　　　考

不動産登記事項証明書

順

番
添付書類

不動産の

売却等

建物の

取り壊し

申請書

添付書類目録

理事会及び評議員会の議事録・議案書

（写）

財産目録（写）

定款
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４ 基本財産担保提供承認申請  

 基本財産の担保提供は処分と異なり定款の変更を伴うものではありませんが、基本財産の経

済的価値を減少させるものであることから、処分と同様に当該法人の定款で定める手続きを経

た後、事前に帯広市の承認を得ることが必要とされていますので、基本財産担保承認申請書を

帯広市に提出してください。 

 なお、次に掲げる場合に係る担保提供については、定款で定めていれば帯広市の承認を得る

必要はありません。 

● 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 

● 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う

施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整

備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機

関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。） 

 

（１） 申請の手順 

① 基本財産の担保提供内容を整理した上、必要に応じ帯広市に事前相談を行ってくださ

い。 

② 理事会を開催、その後評議員会にて議決に加わることができる評議員の過半数が出席

し、その過半数をもって決議をしてください。 

③ 「基本財産担保提供承認申請書」及び必要書類を帯広市に提出します。 

④ 帯広市において審査を行い、適当と認められた場合「基本財産担保提供承認書」が交付

されます。 

※承認書に記載がある、承認日以降において当該基本財産の処分を行うことができま

す。 

 

（２） 担保の提供が認められる範囲 

  承認にあたっては、担保提供の理由がやむを得ないものであり、当該内容が妥当なもので

なければなりません。 



77 

 

  なお、公益事業や収益事業に伴う債務、あるいは理事長個人や理事長が経営する会社等の

債務の担保等、当該法人の本来事業にあてられるものでない場合は認められません。 

  また、担保提供には具体的な必要性がなければなりませんので、根抵当権を設定すること

は認められません。 

 

（３） 申請に必要な書類 

① 基本財産担保提供承認申請書 

② 議事録 

③ 財産目録 

④ その他必要な書類 

 

（４） 提出部数 

  正本１部（法人返却分）、副本１部（所轄庁分） 
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基本財産担保提供承認申請に係る提出書類一覧 

 

 

1 〇 〇 〇

2 〇 〇 〇

3 〇 〇 〇
割印又は袋とじ

原本証明

4 〇 〇 〇 直近のもの（作成済みで最新のもの）

5 〇 〇 〇 全文

6 〇 〇 〇 担保提供するもの

〇 〇 〇 収入、支出毎に区分

〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇 寄附金を予定している場合

〇 〇

〇 〇 〇 前年度の収支計算書、貸借対照表等

償還計画表 〇 〇 〇
各年度の償還額及び財源を明記。他の借入金がある場合、法人

全体のものも添付。

償還金贈与契約書（写）、身分証

明書等
〇 〇 〇 償還財源に寄附金を予定している場合

資産申立書、所得証明書、預金

残高証明書等
〇 〇 〇 寄附者の所得状況、今後の履行の確実性が確認できるもの

債務負担行為議決（確約）書

（写）
〇 〇 〇 市が債務負担する場合

〇 〇 設計委託費、初度調弁費等も含む

〇 〇 不動産の売買を予定している場合のみ

8 〇 〇 〇 配置図、平面図等（担保物件を色分けすること）

注） 1 その他必要に応じて、追加書類の提出を求めることがあります。

2 （写）の提出については、原本の証明をしてください。

7

工事関係契約書、見積書、領収書

（写）

不動産売買契約書（写）

理事会及び評議員会の議事録・議案書

（写）

財産目録（写）

助成金の決定（内定）書（写）

補助金等の決定（内定）書（写）

資金計画書

資

　

金

　

計

　

画

　

を

　

証

　

す

　

る

　

書

　

類

順

番
添付書類 備　　　　　　　考

図面

決算関係書類

贈与契約書及び領収書（写）

身分証明書、印鑑登録証明書

借入金に係る金銭消費貸借契約書

（内定通知）（写）

定款

不動産登記事項証明書

担保物件

の変更

運営（運転）

資金の借入

施設整備及び

不動産購入

資金の借入

資産申立書、所得証明書、預金残高

証明書等

借

入

金

関

係

申請書

添付書類目録
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５ 理事長変更届  

 理事長（法人の代表者の名称が理事長以外の場合は、当該名称に読み替えてください。）

は、法人運営に中心的役割を果たすものであり、帯広市としても理事長の現状について把握す

る必要があります。理事長が交替したときは、交替１か月以内に帯広市に届出をしてくださ

い。 

 なお、「届出」ですので、組合登記令に基づく変更登記は、届出以前に行ってください。 

 

（１） 届出に必要な書類 

① 理事長変更届 

② 理事長変更に係る理事会・評議員会の議事録（写） 

③ 新理事長に係る就任承諾書（写） 

④ 履歴書（写） 

⑤ 欠格事由等に該当しないことがわかる書類 

⑥ 登記事項証明書（写） 

 

（２） 届出部数 

  正本１部 
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第３節 社会福祉法人の解散と合併 

解散は社会福祉法人の消滅事項になります。 

解散とは、法人がその積極的活動を停止し、残務処理（精算）の課程に入り、清算法人とな

ることです。 

合併とは、２以上の法人が契約により１法人に合同することです。 

合併には、合併の主体たる法人の全部が解散し、同時に合併により設立される新法人が事業

及び財産を包括的に承継する新設合併と、合併の主体たる法人の一つが存続して、合併により

解散する他の法人の事業及び財産を吸収する吸収合併の二種類があります。 

 なお、社会福祉法人は、他の社会福祉法人とだけ合併できるものであり、他の特別法人と合

併することは認められません。 

１ 解散 

（１） 解散の事由 

社会福祉法人は、次のいずれかの事由により解散します（法第４６条第１項）。 

① 評議員会の決議 

② 定款に定めた解散自由の発生 

③ 目的たる事業の成功の不能 

④ 合併（合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。） 

⑤ 破産手続開始の決定 

⑥ 所轄庁の解散命令 

なお、「成功の不能」は、社会福祉法人の目的としている社会福祉事業の経営が客観的に

不可能となった場合ですが、これは「法令上不能」と「事実上不能」との双方を含みます。 
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（２） 解散の認可又は認定 

（１）の解散事由のうち、①は認可が、③は認定がなければそれぞれ効力が生じません。 

なお、認可と認定の用語の使い分けについては、法人の自由意思を中心とする①の解散自

由と、事業の不成功という客観的事実が当該法人の存続を不能とするものかどうかの程度の

認定が基となる③とでは、解散事由の適否に関する審査に質的、量的差異があるからです。 

また、合併による解散の場合には、合併について所轄庁の認可を受けるので、解散につい

ての認可は不要です。 

 

（３） 解散の認可又は認定の申請手続 

社会福祉法人が解散の認可又は認定を受けようとする場合は、必要書類を帯広市に提出し

てください。 

 

① 提出書類 

ア 社会福祉法人解散認可・認定申請書 

イ 法第４６条第１項第１号の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類 

ウ 財産目録及び貸借対照表 

エ 負債があるときは、その負債を証明する書類 

   

② 提出部数 

正本１部（法人返却分）、副本１部（所轄庁分） 

 

（４） 届出すべき場合 

（１）の解散事由のうち②定款に定めた解散事由の発生、又は⑤破産による解散の場合に

は、精算人は遅滞なく、その旨を所轄庁に届出なければなりません。 

 

① 提出書類 

社会福祉法人解散届 

 

② 提出部数 

正本１部（所轄庁分） 
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２ 合併 

（１） 届出に必要な書類 

① 社会福祉法人合併認可申請書（吸収合併用若しくは新設合併用） 

② 法第５２条及び法第５４条の２第１項又は法第５４条の８の手続又は定款に定める手続

を経たことを証明する書類 

③ 吸収合併存続社会福祉法人又は新設合併設立社会福祉法人の定款 

④ 吸収合併消滅社会福祉法人又は新設合併消滅社会福祉法人に係る次の書類 

ア 財産目録及び貸借対照表 

イ 負債があるときは、その負債を証明する書類 

⑤ 吸収合併存続社会福祉法人又は新設合併設立社会福祉法人に係る次の書類 

ア 財産目録 

イ 合併の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収 

支予算書 

ウ 評議員となるべき者及び役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書（吸収合併存続 

社会福祉法人については、引き続き評議員となるべき者又は引き続き役員となるべ 

き者の就任承諾書を除く。） 

 

（２） 提出部数 

  正本１部（法人返却分）、副本１部（所轄庁分） 
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✎申請、届出上の留意事項 

 正本に添付する書類は原本を提出してください。また、副本については（写）とすることも出

来ますが、この場合、原本証明が必要です。 

 各申請書類一覧で、（写）とされている書類には原本証明を行ってください。 

【原本証明の方法】 

 原本証明とは、原本を提出することができない書類についてその写しを提出する場合、確実

に原本の写し（コピー）であることを申請者名義で証明していただくものです。 

 次の文言を参考に、それぞれの書類の写しの余白等に直接記載してください。 

 

                               

 

 

 

 

 

 書類が２枚以上にわたる場合は、左箇所を２カ所ホチキス止めし、書類を開いた綴じ目の

すべてに割印を押し、原本証明は最終項の余白に行います。 

 枚数が多い場合は、袋とじにし、綴じた帯と書類の間に割印し、原本証明を最終項の余白

に行う形でも結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この写しは原本と相違ないことを証明します。 

○年○月○日 

        社会福祉法人○○○○ 

          理事長 ○○○○○   印 

 

      議事録 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○。 

          ○○○○印 

余白 証明する書類に直接、

記載押印すること。 

印鑑については、法人の代表

者印を押印してください。 
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第４章  各種様式、参考例等 
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第１節 各種様式 

１ 法人設立認可申請関係 

・（様式１）社会福祉法人設立認可申請書  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ８６ 

・（様式２）財産移転終了報告書 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ８８ 

２ 定款変更認可申請関係 

・（様式３）社会福祉法人定款変更認可申請書   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ８９ 

３ 定款変更届関係 

・（様式４）社会福祉法人定款変更届 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ９１ 

４ 基本財産処分承認申請関係 

・（様式５）基本財産処分承認申請書 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ９３ 

５ 基本財産担保提供承認申請関係 

・（様式６）基本財産担保提供承認申請書 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ９４ 

６ 理事長変更届関係 

・（様式７）理事長変更届 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -９５ 

７ 法人解散認可申請関係 

・（様式８）社会福祉法人解散認可・認定申請書 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -９６ 

・（様式９）社会福祉法人解散届 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ９７ 

８ 法人合併認可申請関係  

・（様式１０）社会福祉法人合併認可申請書（吸収合併用） - - - - - - - - - - - - - -９８ 

・（様式 1１）社会福祉法人合併認可申請書（新設合併用） - - - - - - - - - - - - -１００ 
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（表 面） 

社会福祉法人設立認可申請書 

設立者又は 

設立代表者 

住 所  

氏 名   

申 請 年 月 日  

社

会

福

祉

法

人

設

立

の

趣

旨 

 

主たる事務所の所在地  

（ ふ り が な） 

法 人 の 名 称 
 

事

業

の

種

類 
社会福祉 

事  業 

第一種  

第二種  

公 益 事 業  

収 益 事 業  

 

（様式１） 
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（裏 面） 

資 
 
 
 
 

産 

純 資 産 

⑤－⑥ 

内                訳 

社会福祉事業用財産 ③公益事業 

 

用 財 産  

④収益事業 

 

用 財 産  

⑤財産計 

①+②+ 

③+④ 

⑥負  債 
①基本財産 ②その他財産 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

役 
 

員 
 

等 
 

と 
 

な 
 

る 
 

べ 
 

き 
 

者 

理事 

監事 

評議員 

の別 

氏   名 

親族等の 

 

特殊関係 

 

者の有無 

役員の資格等（該当に○） 他の社会福祉法人の

理事長への就任状況 

事業 

経営者 

地域 

福祉 

関係 

 

管理者 

 

事業 

識見 

財務管

理識見 有無 法 人 名 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

※理事のうち、理事長予定者については、〇を付けること。 

 

注）１ 記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙の枚数を増加し、この

様式に準じた申請書を作成すること。 

２ この申請書には、社会福祉法施行規則第２条第２項各号に定める書類を添付すること。 

３ 記名押印に代えて署名することができる。 
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様式第２号（第３条関係） 

社会福祉法人財産移転終了報告書 

年  月  日  

 

 帯広市長       様 

 

主たる事務所の所在地            

( ふ り が な )            

報告者 法 人  の  名 称            

代 表 者 の 氏 名           

 

 社会福祉法人          の設立に伴う財産移転が終了したので、社会福祉法施行規

則第２条第４項の規定により、次の書類を添付して、報告します。 

 

記 

 

添付書類 

１ 財産目録 

２ 法人の登記事項証明書 

３ 寄附金領収書の写し 

４ 預金通帳の写し 

５ 預金残高証明書 

６ 不動産の登記事項証明書（設立時に、不動産を寄附された場合又は土地に地上権等権利を

設定された場合のみ） 

 

 

（注意） 

１ 財産目録は、設立認可申請書に添付した財産目録と同じものであること。 

なお、財産目録の日付は、法人設立の月日となること。（ただし、財産に変動があり、設立

認可申請書に添付した財産目録記載の財産と実際の財産が相違する場合は、その内容と理由

を明確にした書類を添付すること。） 

２ 寄附金領収書は、次の様式を用いることが望ましいこと。（寄附者が寄附金控除又は損金算

入を認められる。） 

なお、領収月日は、法人の設立登記月日以降となること。 

また、設立準備委員会に法人認可以前に寄附金を委託したものについては、法人設立後、

法人から各寄附者に領収書を発行することになるので、各人への領収書を添付すること。 

３ 預金通帳の写しには、寄附者からの寄附金入金の状況、業者への支払状況等がわかるよう

収支内訳明細書を添付するか、通帳の写しに直接説明を付すること。 

  また、主な支払に係る領収書を添付すること。 

４ 預金残高証明書は、この報告の直近時のものとすること。 

  なお、証明書が２通以上になる場合は、証明月日が同一であること。 

５ 不動産の登記事項証明書は、所有権移転登記後のものであること。 

  なお、貸与の場合は、地上権等権利の設定登記後のものであること。 

（様式２） 
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（表 面） 

社会福祉法人定款変更認可申請書 

申

請

者 

主たる事務所の所在地  

（ ふ り が な） 

法 人 の 名 称 
 

理 事 長 の 氏 名   

申 請 年 月 日  

定 
 

款 
 

変 
 

更 
 

の 
 

内 
 

容 
 

及 
 

び 
 

理 
 

由 

変 更 の 内 容 
変 更 の 理 由 

変 更 前 の 条 文 変 更 後 の 条 文 

   

 

（様式３） 
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（裏 面） 

定 
 

款 
 

変 
 

更 
 

の 
 

内 
 

容 
 

及 
 

び 
 

理 
 

由 

変 更 の 内 容 
変 更 の 理 由 

変 更 前 の 条 文 変 更 後 の 条 文 

   

 

注）１ 記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙の枚数を増加し、この

様式に準じた申請書を作成すること。 

  また、変更前の条文と変更後の条文を対比することが困難な場合には、対比の形式によらない

ことも差し支えないこと。 

２ この申請書には、社会福祉法施行規則第３条第１項各号に掲げる書類を添付するとともに、当

該定款変更の内容に応じ、同条第２項又は第３項に規定する書類を添付すること。 

３ 変更部分には、変更後の条文に赤色のアンダーラインを引くこと。 
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（表 面） 

社会福祉法人定款変更届 

申

請

者 

主たる事務所の所在地  

（ ふ り が な） 

法 人 の 名 称 
 

理 事 長 の 氏 名   

申 請 年 月 日  

定 
 

款 
 

変 
 

更 
 

の 
 

内 
 

容 
 

及 
 

び 
 

理 
 

由 

変 更 の 内 容 
変 更 の 理 由 

変 更 前 の 条 文 変 更 後 の 条 文 

   

 

（様式４） 
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（裏 面） 

定 
 

款 
 

変 
 

更 
 

の 
 

内 
 

容 
 

及 
 

び 
 

理 
 

由 

変 更 の 内 容 
変 更 の 理 由 

変 更 前 の 条 文 変 更 後 の 条 文 

   

 

注）１ 記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙の枚数を増加し、この

様式に準じた申請書を作成すること。 

  また、変更前の条文と変更後の条文を対比することが困難な場合には、対比の形式によらない

ことも差し支えないこと。 

２ この申請書には、社会福祉法施行規則第４条第２項の規定により、同令第３条第１項各号に掲

げる書類を添付すること。 

３ 変更部分には、変更後の条文に赤色のアンダーラインを引くこと。 
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基本財産処分承認申請書 

申

請

者 

主たる事務所の所在地  

名 称  

理 事 長 の 氏 名  

申 請 年 月 日  

基 本 財 産 処 分 の 内 容  

基
本
財
産
を
処
分
す
る
理
由 

 

処

分

物

件 

 

（注意）  

 １ 基本財産の処分の内容の欄には、処分の種類（売却、賃貸等）、処分の相手方（買主、

借主）、処分の対価（売買価格、賃貸料等）等を記載すること。 

 ２ 処分物件の欄には、処分する基本財産を具体的に記載すること。例えば、建物に  

ついては、各棟ごとに所在地、種類、構造及び床面積並びに申請時における具体的な        

用途を、土地については、各筆ごとに所在地、地目及び地積並びに申請時における具体

的な用途を記載すること。 

 ３ この申請書には、次の書類を添付すること。 

  (1) 定款に定める手続きを経たことを証明する書類 

  (2) 財産目録 

  (3) 処分が不動産の場合は、その価格評価書 

 ４ この申請書の提出部数は、正本１通、副本１通とすること。 

（様式５） 
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基本財産担保提供承認申請書 

申
請
者 

主たる事務所の所在地  

ふりがな 

名称 
 

理事長の氏名   

申請年月日  

資金借入

れの理由 
 

借入金で

行う事業

の概要 

 

資金計画  

担保提供

に係る借

入金 

借入先  

借入金額  

借入期間  

借入利息  

償還方法  

償還計画  

担保物件  

（注意） 

１ 記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙の枚数を増加し、この様

式に準じた申請書を作成すること。 

２ 償還計画の欄には、償還についての年次計画を記載するとともに、その償還財源を明記すること。 

３ 担保物件の欄には、担保に供する基本財産を具体的に記載すること。例えば、建物については、

各棟ごとに所在地、種類、構造及び床面積並びにその具体的な用途を、土地については、各筆ごと

に所在地、地目及び地積並びにその具体的な用途を記載すること。 

なお、既に担保に供している物件をさらに担保に供するときは、その旨を附記すること。 

４ この申請書には、次の書類を添附すること。 

(１) 定款に定める手続を経たことを証明する書類 

(２) 財産目録 

(３) 償還財源として寄付を予定している場合は、法人と寄付者の間の贈与契約書の写 

５ この申請書の提出部数は、正本１通、副本１通とすること。 

６ 資金借入れ以外の理由で、基本財産を担保に供する場合には、この様式によらないで、適宜申請書

を作成すること。 

（様式６） 
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理 事 長 変 更 届 

 

                                  年  月  日 

 

 帯広市長    様 

 

 

                     住 所   

                     法 人 名   

                     理事長の氏名               

 

 次のとおり、当法人の理事長に変更があったので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

記 

 後  任  者 前  任  者 

氏名   

職業等   

役員の要件

等 

１ 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 

２ 事業の区域における福祉に関する実情に通じて

いる者 

３ 施設の管理者 

４ その他 

１ 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 

２ 事業の区域における福祉に関する実情に通じ

ている者 

３ 施設の管理者 

４ その他 

親族等の関

係の有無 

有（              ） 

無 

有（              ） 

無 

変更年月日       年  月  日就任      年  月  日辞任 

※１ この届けは、理事長の変更があった日から１か月以内に提出してください。 

   ・「職業等」欄      役員の資格に関する職業や役職等を記載してください。 

   ・「親族関係の有無」欄  「有」の場合は、（ ）内に該当する役員・評議員名と、関係性を 

記載してください。 

 ２ 提出の際は、次の書類を添付してください。 

（１） 理事長変更に係る理事会議事録（写）、必要に応じて評議員会議事録（写） 

（２） 新理事長（後任者）に係る就任承諾書（写） 

（３） 履歴書（写） 

（４） 欠格事由等に該当しないことがわかる書類※（写） 

※宣誓書や誓約書等、官公署が発行する書類等 

（５） 登記事項証明書（写） 

（様式７） 
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認 可 

社会福祉法人解散 申請書 

認 定 

申

請

者 

主たる事務所の所在

地 
 

（ ふ り が な） 

法 人 の 名 称 
 

理 事 長 の 氏 名   

申 請 年 月 日  

解 散 す る 理 由 

 

資 
 
 
 
 

産 

純資産 

⑤－⑥ 

内                訳 

社会福祉事業用財産 ③公益事業 

 

用 財 産  

④収益事業 

 

用 財 産  

⑤財産計 

①+②+ 

  ③+④ 

⑥負  債 
② 本財産 ②その他財産 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

残余財産の処分方法 

 

注）この申請書には、社会福祉法施行規則第５条第１項第１号から３号に掲げる書類を添付するこ

と。 

（様式８） 
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社会福祉法人解散届 

 

年  月  日  

 帯広市長      様 

 

住所             

届出者(清算人)                
氏名             

 

 次のとおり社会福祉法人が解散しましたので、社会福祉法第46条第3項の規定によ り

届け出ます。 

  
解
散
し
た
法
人 

主たる事業所の所在地   
  

ふ り が な  

名 称 
  

理 事 長 の 氏 名   

解散した理由   

資 産 

純資産 

(⑤－⑥) 

内 訳 

社会福祉事業用財産 
③公益事

業用財産 

④収益事業

用財産 

⑤財産計 
(①＋②＋
③＋④) 

⑥負債 
①基本財産 

②その他財
産 

円 円 円 円 円 円 円 

残余財産処分
方法 

  

   

（様式９） 
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（表 面） 

社会福祉法人合併認可申請書（吸収合併用） 

申 
 
 
 

請 
 
 
 

者 

主たる事務所の所在地  

（ ふ り が な） 

法 人 の 名 称 
 

理 事 長 の 氏 名   

主たる事務所の所在地  

（ ふ り が な） 

法 人 の 名 称 
 

理 事 長 の 氏 名   

申 請 年 月 日 
 

合 併 す る 理 由 

 

合 併 に よ り 消 滅 す る 

法 人 の 名 称 
 

合 

併 
後 

存 

続 

す 

る 

法 

人 

主たる事務所の所在地  

（ ふ り が な） 

法 人 の 名 称 
 

事 
 

業 
 

の 
 

種 
 

類 

社会福祉 

事  業 

第一種  

第二種  

公 益 事 業  

収 益 事 業  

 

（様式１０） 
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（裏 面） 

合 
 
 

併 
 
 

後 
 
 

存 
 
 

続 
 
 

す 
 
 

る 
 
 

法 
 
 

人 

資 
 
 
 
 

産 

純 資 産 

⑤－⑥ 

内                訳 

社会福祉事業用財産 ③公益事業 

 

用 財 産  

④収益事業 

 

用 財 産  

⑤財産計 

①+②+ 

 ③+④ 

⑥負  債 
①基本財産 ②その他財産 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

役 

員 

等 

 

理事 

監事 

評議

員の

別 

氏名 

親 族 

等 の 

特 殊 

関係人 

の有無 

役員の資格等（該当に○） 他の社会福祉法人の 

理事長への就任状況 
事業 

経営 

識見 

地域 

福祉 

関係 

管理者 
事業 

識見 

財務 

管理 

識見 有無 法 人 名 

引
き
続
き
役
員
等
と
な
る
者 

          

          

          

          

          

          

          

新
た
に
役
員
等
と
な
る
者 

          

          

          

          

          

          

          

※ 理事のうち、理事長については、〇を付けること。 

 

注）１ 記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙の枚数を増やし、この

様式に準じた申請書を作成すること。 

２ この申請書には、社会福祉法施行規則第６条第１項第１号から第４号までに掲げる書類を添付

すること。 
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（表 面） 

社会福祉法人合併認可申請書（新設合併用） 

申 
 
 
 

請 
 
 
 

者 

主たる事務所の所在地  

（ ふ り が な） 

法 人 の 名 称 
 

理 事 長 の 氏 名   

設 立 事 務 

 

共 同 執 行 者 

住 所  

氏 名   

主たる事務所の所在地  

（ ふ り が な） 

法 人 の 名 称 
 

理 事 長 の 氏 名   

設 立 事 務 

 

共 同 執 行 者 

住 所  

氏 名   

申 請 年 月 日 
 

合 併 す る 理 由 

 

合
併
に
よ
り
設
立
す
る
法
人 

主たる事務所の所在地  

（ ふ り が な） 

法 人 の 名 称 
 

事 
 

業 
 

の 
 

種 
 

類 

社会福祉 

事  業 

第一種  

第二種  

公 益 事 業  

収 益 事 業  

 

（様式１１） 
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（裏 面） 

※理事のうち、理事長については、〇を付けること。 

 

注）１ 記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙の枚数を増加し、この
様式に準じた申請書を作成すること。 

２ この申請書には、社会福祉法施行規則第６条第１項第１号から第４号までに掲げる書類を添付
すること。 

合
併
後
存
続
す
る
法
人 

資 
 
 
 
 

産 

純 資 産 

⑤－⑥ 

内                訳 

社会福祉事業用財産 ③公益事業 

 

用 財 産  

④収益事業 

 

用 財 産  

⑤財産計 

①+②+ 

 ③+④ 

⑥負  債 
①基本財産 ②その他財産 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

役 
 
 

員 
 

等 
  

と 
 

 

な 
 
 

る 
 
 

べ 
 
 

き 
 
 

者 

理事 

監事 

評議員 

の別 

氏   名 

親族等 

の特殊 

関係者 

の有無 

役員の資格等（該当に○） 他の社会福祉法人の 

理事長への就任状況 事業 

経営 

識見 

地域 

福祉 

関係 

管理者 
事業 

識見 

財務 

管理 

識見 
有無 法 人 名 
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第２節 参考例 

１ 評議員会関係 

・（参考例１）招集通知 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -１０３ 

・決議の省略について 

 （参考例２）評議員会の目的にかかる提案書  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - １０４ 

 （参考例３）同意書 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - １０５ 

・（参考例４）議事録（評議員開催時） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  １０６ 

・（参考例５）議事録（決議の省略時）  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - １０８ 

２ 理事会関係 

・（参考例６）招集通知 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -１０９ 

・決議の省略について 

（参考例７）理事会にかかる提案書 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -１１０ 

（参考例８）決議についての同意書 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -１１１ 

（参考例９）決議についての確認書 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -１１２ 

・（参考例１０）議事録（理事会開催時）  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -１１３ 

・（参考例１１）議事録（決議の省略時） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - １１５ 
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○○年○月○日 

 

評議員各位 

 

                       帯広市○○条○○丁目○番○号 

                       社会福祉法人 ○○○○○ 

                       理事長 ○○○○ 

 

   ○○年度定時（臨時）評議員会について（通知） 

 

 拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、○○年度定時（臨時）評議員会を開催いたしますので、ご出席くださいますよう

お願い申し上げます。 

 

敬 具 

 

記 

 

１ 日  時   ○○年○月○○日（○曜日）午前（午後）○時 

２ 場  所   【住  所】 

         【会  場】 

３ 評議員会の目的事項 

   報告事項 

    ～以下省略～ 

 

   決議事項 

    第１号議案 

    ～以下省略～ 

 

４ 議案の概要 

   第１号議案 

    ～以下省略～ 

          

【！！注意！！あくまでも参考例であり、当該例に記載内容が拘束される

ものではありません。法人様にて決定ください。】 

法定事項として①～③、一般的には④～⑧も記載されます。 

① 評議員会の日時及び場所 

② 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項 

目的である事項とは、報告事項と決議事項を言いますので、一般

的には分けて記載する方法がとられると思います。 

③ 評議員会の目的である事項に係る議案（当該目的である事項が議

案となる者を除く。）の概要（議案が確定いていない場合にあって

は、その旨） 

④ 発信日付 

⑤ 宛名 

⑥ 招集者 

⑦ 標題 

「定時評議員会」なのか「臨時評議員会」なのかを明示するのが

一般的と言えます。 

⑧ 本文 

（参考例１） 
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 ○○年○○月○○日 

 

 評議員 各位 

 

                         社会福祉法人 ●●●● 

                         理事長 ●●●●● 

 

評議員会の目的である事項の提案について 

 

 拝啓、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、社会福祉法第４５条の９第１０項で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律第１９４条の規定（評議員会の決議の省略）に基づく、評議員会の目的である事

項は下記のとおりでございますが、当法人の評議員全員から別紙「評議員会決議事項につ

いての同意書」の押印欄への押印によりご同意をいただいた場合、社会福祉法第４５条の

９第１０項で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９４条の規定（評

議員会の決議の省略）に基づき、当該議案を承認する評議員会の決議があったものとみな

し、評議員会を開催しないこととさせていただきたく存じます。 

 つきましては、議案にご同意いただける場合には、別紙「評議員会決議事項についての

同意書」に押印のうえ、提出くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

第１号議案  ●●の件 

 ●●●●●●… 

 

 

以上 

 

 

 

【！！注意！！あくまでも参考例であり、当該例に記載内容が拘束される

ものではありません。法人様にて決定ください。】 

決議省略の要件として以下を満たす必要があります。 

① 理事が評議員会の目的事項について提案したこと 

② 当該提案について議決に加わることができる評議員の全員が書面

又は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと 

また、決議の省略をする場合であっても、決議内容に特段の制限はあ

りません。 

（参考例２） 
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社会福祉法人 ●●●● 

理事長 ●●●● 

 

 

評議員会決議事項についての同意書 

 

私は、当法人の理事として、社会福祉法第４５条の９第１０項、一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律第１９４条の規定に基づき、○○年○○月○○日付「評議員会の目

的である事項の提案について」に記載の評議員決議事項にかかる提案の内容につき、同意

いたします。 

 

   年   月   日 

 

                      社会福祉法人 ●●●● 

                      評議員 ●●●● 

 

【！！注意！！あくまでも参考例であり、当該例に記載内容が拘束される

ものではありません。法人様にて決定ください。】 

決議省略の要件として以下を満たす必要があります。 

① 理事が評議員会の目的事項について提案したこと 

② 当該提案について議決に加わることができる評議員の全員が書面

又は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと 

また、決議の省略をする場合であっても、決議内容に特段の制限はあ

りません。 

（参考例３） 
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社会福祉法人○○○○   ○○年度定時（臨時）評議員会議事録 

 

１ 開催日時 ○○年○月○日（○曜日） 午前（午後）○時から午前（午後）○時まで 

２ 開催場所 ○○○○○○会議室 

３ 出席者  評議員総数 ○名 

       評議員出席者 ○名 

        ○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○ 

       理事出席者 ○名 

        ○○○○、○○○○ 

       監事出席者 ○名 

        ○○○○ 

      （会計監査人 ○○○○） 

４ 議  題 第１号議案 ○○○○について 

        ～以下省略～ 

５ 議  長 ○○○○ 

６ 議事録作成者 ○○○○ 

７ 議事の経過の要領及びその結果 

  理事長の挨拶のあと、開会を宣言した。理事長は定足数を確認し評議員会が成立したことを報

告した後、定款第○条第○項規定の議長選出について出席評議員に諮ったところ、○○評議員が

議長に選出された。○○議長は議事録署名人を指名したい旨を述べたところ、全員異議なく賛成

したので、下記両名の評議員を議事録署名人として指名し、議事に入った。 

    評議員 ○○○○、○○○○ 

（１） 第１号議案 ○○○○について 

○○理事（長）より別紙の議案書に基づき説明がされ、議長により出席評議員に質疑等の

意見がないか求めたところ、下記のとおり質疑があった。 

・○○評議員 

  質疑内容を記載 

・○○理事（長） 

  回答内容を記載 

他に質疑がなかったので、出席評議員に賛否を諮ったところ、全員の承認を得て原案の通

り議決した。 

～以下省略～ 

８ 報告事項 

  ～以下省略～ 

 

 

例として、当該法人の議員会には理事長が出席。議長選出

については定款に記載があり、議事録には議長及び評議員

のうちから選出された議事録署名人２名がこれに署名し、又

は記名押印する、と定められている。 

各法人により運用が異なることから、あくまでも例示である。 

（参考例４） 
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 以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、午前（午後）○時に閉会した。 

 上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議事録を作成し、次の通り署名する。 

 

  ○○年○月○日 

 

                      社会福祉法人○○○○ 定時（臨時）評議員会 

                            議長  ○○○○  ㊞ 

                            評議員 ○○○○  ㊞ 

                            評議員 ○○○○  ㊞ 

                         議事録作成者 ○○○○  ㊞ 

【！！注意！！あくまでも参考例であり、当該例に記載内容が拘束されるものではありません。

法人様にて決定ください。】 

評議員会の議事録作成の法定事項は次のとおりです。 

① 評議員会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない評議員、理事、監事又は会

計監査人が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。） 

② 評議員会の議事の経過の要領及びその結果 

③ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは当該評議員の

氏名 

④ 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 

 イ 監事が、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べたとき＜会計監査人 

が、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について意見を述べたとき＞ 

 ロ 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集された評議員会に出席して辞任した旨及び

その理由を述べたとき＜会計監査人を辞任した又は解任された者が、辞任後又は解

任後最初に招集された評議員会に出席して辞任した旨及びその理由又は解任につい

ての意見を述べたとき＞ 

 ハ 監事が、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等について調査の結果、法

令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があるものと認めて、評議員会に

報告したとき 

 ニ 監事が、監事の報酬等について意見を述べたとき 

＜ホ 計算書類及びその附属明細書について会計監査人が監事と意見を異にするため、定

時評議員会において意見を述べたとき＞ 

＜ヘ 会計監査人が出席要求に基づき定時評議員会に出席した意見を述べたとき＞ 

⑤ 評議員会に出席した評議員、理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称 

⑥ 評議員会に議長が存するときは議長の氏名 

⑦ 議事録作成に係る職務を行った者の氏名 
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○○年度第○会評議員会議事録 

 

１ 評議員会の決議があったものとみなされる日 

  ○○年○月○日（○曜日） ← 書類が全て法人に到達した日。 

 

２ 決議事項を提案した理事 

  理事長 ●●●● 

 

３ 議事録の作成にかかる職務をおこなった理事 

  理事長 ●●●● 

 

４ 評議員会の決議があったものとみなされる事項の内容 

  第１号議案  

   ～以下省略～ 

 

 ○○年○月○日、理事長●●●●が評議員に対して上記評議員会の決議の目的である事

項についての提案を行い、当該提案につき、評議員全員から書面による同意の意思表示を

得たので、社会福祉法第４５条の９第１０項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律第１９４条の規定に基づき、決議事項を可決する旨の評議員会の決議があったものとみ

なされた。 

 

 上記のとおり評議員会の決議の省略を行ったので、社会福祉法第４５条の９第１０項、

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９４条の規定に基づき、評議員会の決議

があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録の作成にか

かる職務をおこなった理事が次に記名押印する。 

 

 ●●年●月●日 

 

 

                           社会福祉法人 ●●●● 

                           理事長 ●●●● 

【！！注意！！あくまでも参考例であり、当該例に記載内容が拘束される

ものではありません。法人様にて決定ください。】 

決議省略の際の議事録作成の法定事項は次のとおりです。 

① 評議員会の議決があったものとみなされた事項の内容 

② ①の事項提案をした者の氏名 

③ 評議員会の決議があったものとみなされた日 

④ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

（参考例５） 
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 ○○年○月○日 

 

理事各位 

監事各位 

 

                       帯広市○○条○○丁目○番○号 

                       社会福祉法人 ○○○○○ 

                       理事長 ○○○○ 

 

   ○○年度第○回理事会の開催について（通知） 

 

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、当法人理事会を下記の通り開催いたしますので、ご出席くださいますよう、お願

い申し上げます。 

敬 具 

 

記 

 

１ 日  時   ○○年○月○○日（○曜日）午前（午後）○時 

２ 場  所   【住  所】 

         【会  場】 

３ 議  題 

   決議事項 

第１号議案 

～以下省略～ 

   議案の概要 

    第１号議案 

     ～以下省略～ 

 

   報告事項 

    ～以下省略～ 

 

【！！注意！！あくまでも参考例であり、当該例に記載内容が拘束される

ものではありません。法人様にて決定ください。】 

法定事項としての明記はありませんが、評議員会の招集通知をベース

に下記の通り記載する。 

① 理事会の日時及び場所 

② 理事会の目的である事項があるときは、当該事項 

目的である事項とは、報告事項と決議事項を言いますので、一般

的には分けて記載する方法がとられると思います。 

③ 理事会の目的である事項に係る議案（当該目的である事項が議案

となる者を除く。）の概要（議案が確定していない場合にあっては、

その旨） 

④ 発信日付 

⑤ 宛名 

⑥ 招集者 

⑦ 標題 

⑧ 本文 

（参考例６） 
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○○年○○月○○日 

 

 理事 各位 

 

                         社会福祉法人 ●●●● 

                         理事長 ●●●●● 

 

理事会にかかる提案書 

 

 拝啓、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、当法人理事会にかかる決議事項につきましては下記のとおりでございますが、当

該事項につきましては、当法人の全理事から別紙「理事会決議事項についての同意書」の

押印欄への押印によりご同意をいただき、かつ、監事から異議がなかった場合には、社会

福祉法第４５条の１４第９項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条及び

当法人定款第●条の規定に基づき、当該議案を承認する理事会の決議があったものとみな

し、理事会を開催しないこととさせていただきたく存じます。つきましては、議案にご同

意いただける場合には、別紙「理事会決事項についての同意書」に押印のうえ、提出くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

第１号議案  ●●の件 

 ●●●●●●… 

 

 

以上 

 

 

 

【！！注意！！あくまでも参考例であり、当該例に記載内容が拘束される

ものではありません。法人様にて決定ください。】 

決議省略の要件として以下を満たす必要があります。 

① 理事会の決議の省略に関する定款の定めがあること 

② 理事が理事会の決議の目的である事項について提案すること 

③ 当該提案に付き理事（当該事項について議決にくわわることがで

きる者に限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表

示をしたこと 

④ 監事が当該提案について異議を述べていないこと 

また、決議事項について法令上の制限はありませんが、慎重な検討が

必要な議題等の場合には回避した方がよい場合もあります。 

（参考例７） 
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社会福祉法人 ●●●● 御中 

 

 

理事会決議事項についての同意書 

 

私は、当法人の理事として、社会福祉法第４５条の１４第９項、一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律第９６条及び当法人定款●条の規定に基づき、○○年○○月○○日

付「理事会にかかる提案書」記載の理事決議事項にかかる提案の内容につき、同意いたし

ます。 

 

   年   月   日 

 

                      社会福祉法人 ●●●● 

                      理事 ●●●● 

 

【！！注意！！あくまでも参考例であり、当該例に記載内容が拘束される

ものではありません。法人様にて決定ください。】 

決議省略の要件として以下を満たす必要があります。 

① 理事会の決議の省略に関する定款の定めがあること 

② 理事が理事会の決議の目的である事項について提案すること 

③ 当該提案に付き理事（当該事項について議決にくわわることがで

きる者に限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表

示をしたこと 

④ 監事が当該提案について異議を述べていないこと 

また、決議事項について法令上の制限はありませんが、慎重な検討が

必要な議題等の場合には回避した方がよい場合もあります。 

（参考例８） 
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社会福祉法人 ●●●● 御中 

 

 

理事会決議事項についての確認書 

 

私は、当法人の監事として、社会福祉法第４５条の１４第９項、一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律第９６条及び当法人定款●条の規定に基づき、○○年○○月○○日

付「理事会にかかる提案書」記載の理事決議事項にかかる提案の内容につき、異議はあり

ません。 

 

   年   月   日 

 

                      社会福祉法人 ●●●● 

                      監事 ●●●● 

 

【！！注意！！あくまでも参考例であり、当該例に記載内容が拘束される

ものではありません。法人様にて決定ください。】 

決議省略の要件として以下を満たす必要があります。 

① 理事会の決議の省略に関する定款の定めがあること 

② 理事が理事会の決議の目的である事項について提案すること 

③ 当該提案に付き理事（当該事項について議決にくわわることがで

きる者に限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表

示をしたこと 

④ 監事が当該提案について異議を述べていないこと 

また、決議事項について法令上の制限はありませんが、慎重な検討が

必要な議題等の場合には回避した方がより場合もあります。 

（参考例９） 
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社会福祉法人○○○○   ○○年度第○会理事会議事録 

 

１ 開催日時 ○○年○月○日（○曜日） 午前（午後）○時から午前（午後）○時まで 

２ 開催場所 ○○○○○○会議室 

３ 出席者  理事総数 ○名 

       理事出席者 ○名 

       理事長 ○○○○ 

       （業務執行理事）○○○○ 

       理 事 ○○○○、○○○○、○○○○、○○○○ 

       監事総数 ○名 

       監事出席者 ○名 

        ○○○○、○○○○ 

      （会計監査人 ○○○○） 

４ 議  題 第１号議案 ○○○○について 

        ～以下省略～ 

５ 議  長 ○○○○ 

６ 議事録作成者 ○○○○ 

７ 議事の経過の要領及びその結果 

  理事長の挨拶のあと、開会を宣言した。理事長は定足数を確認し理事会が成立したことを報告

した後、定款第○条第○項規定の議長選出について出席理事に諮ったところ、○○理事が議長に

選出され、議事に入った。     

（１） 第１号議案 ○○○○について 

○○理事（長）より別紙の議案書に基づき説明がされ、議長により出席理事に質疑等の意

見がないか求めたところ、下記のとおり質疑があった。 

・○○理事 

  質疑内容を記載 

・○○理事（長） 

  回答内容を記載 

他に質疑がなかったので、出席評議員に賛否を諮ったところ、全員の承認を得て原案の通

り議決した。 

～以下省略～ 

８ 報告事項 

（１） 理事長及び業務執行理事の職務の執行の状況の報告について 

理事長及び○○業務執行理事より別紙の資料に基づき説明がされ、これを了承した。 

  ～以下省略～ 

 

例として、当該法人議長選出については定款に記載があり、

議事録署名人を当該理事会に出席した理事長及び監事と定

めている場合。 

各法人により運用が異なることから、あくまでも例示である。 

（参考例１０） 
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以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、午前（午後）○時に閉会した。 

 上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議事録を作成し、次の通り署名する。 

 

  ○○年○月○日 

 

                           社会福祉法人○○○○  

                            理事長  ○○○○  ㊞ 

                            監事   ○○○○  ㊞ 

                            監事   ○○○○  ㊞ 

                         

【！！注意！！あくまでも参考例であり、当該例に記載内容が拘束されるものではありません。

法人様にて決定ください。】 

理事会の議事録作成の法定事項は次のとおりです。 

① 理事会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が

理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。） 

② 理事会が次に掲げるいずれかの者に該当する時は、その旨 

イ 理事の請求を受けて招集されたもの 

ロ 理事の請求があったにもかかわらず所定の期間に理事会が招集されないため、そ 

の請求をした理事が招集したもの 

ハ 監事の請求を受けて招集したもの 

ニ 監事が招集したもの 

※ 理事長等の所定の招集賢者が招集を行った場合には②の記載は不要。 

③ 理事会の議事の経過の要領及びその結果 

④ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏

名 

⑤ 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 

イ 競業及び利益相反取引の制限に係る取引についての報告 

ロ 理事が不正の行為をしたと認められるとき等における監事の報告 

ハ 理事会で述べられた監事の意見 

⑥ 定款で議事録署名人を出席した理事長及び監事とする旨を定めているときは、理事長

以外の理事であって、理事会に出席した者の氏名 

⑦ 理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称 

⑧ 理事会の議長が存するときは、議長の氏名 
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○○年度第○会理事会議事録 

 

１ 理事会の決議があったものとみなされる日 

  ○○年○月○日（○曜日） ← 書類が全て法人に到達した日。 

 

２ 決議事項を提案した理事 

  理事長 ●●●● 

 

３ 議事録の作成にかかる職務をおこなった理事 

  理事長 ●●●● 

 

４ 理事会の決議があったものとみなされる事項の内容 

  第１号議案 ●●の件 

   ～以下省略～ 

 

 ○○年○月○日、理事長●●●●が理事及び監事に対して上記理事会の決議の目的であ

る事項についての提案を行い、当該提案につき、理事全員から書面による同意の意思表示

を得、かつ監事からの異議がないので、社会福祉法第４５条の１４第９号、一般社団法人

及び一般財団法人に関する法律第９６条及び当法人定款●条の規定に基づき、決議事項を

可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。 

 

 上記のとおり理事会の決議の省略を行ったので、社会福祉法第４５条の１４第９項、一

般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条及び同法人定款●条の規定に基づき、

理事会の決議があった者とみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録

の作成にかかる職務をおこなった理事が次に記名押印する。 

 

 ●●年●月●日 

 

 

                           社会福祉法人 ●●●● 

                           理事長 ●●●● 

【！！注意！！あくまでも参考例であり、当該例に記載内容が拘束される

ものではありません。法人様にて決定ください。】 

決議省略の際の議事録作成の法定事項は次のとおりです。 

① 理事会の議決があったものとみなされた事項の内容 

② ①の事項提案をした理事の氏名 

③ 理事会の決議があったものとみなされた日 

④ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

 

（参考例１１） 


